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N.結 語

1.序 論

民族史的観点から見 ると,華 南史の大勢は,諸 般にわたり優勢を占める漢族勢力の

南方への不断の発展 ・拡大と,そ れに伴 う相対的に劣勢な非漢民族諸集団のいわゆる

「漢化」の過程として把握することが可能であるが,こ の漢族の南方発展を端的に示

す事象の1つ として,我 々は漢族移住民の華南各地域への移住を挙例することがで き

る。

前近代の広西においても,地 方官や商人,工 匠,農 民,さ らには反社会的活動を行

なう 「遊匪」 ・「無頼の徒」にいたるまで,さ まざまな社会階層に属する漢族の移住

が通時的に行なわれた。 これらの移住民のうち,例 えば地方官の赴任や犯罪人の流罪

を契機とする移住といった,時 代による社会経済条件の変動の影響をさほど受けず,

また広西における社会的作用も比較的小さいと思われるものもあった。 しか し,特 に

明代以降に顕著に見 られた商工業者や農民の移住は,数 量的に も,ま た彼らが果たし

た社会経済上の作用に おいても,さ らに チュアン(な い しチュワン,チ ワン。 壮,

*国 立民族学博物館第三研究部

1)チ ュア ン族の人 口は約1338万 人(1982年)で,そ の92ｰｰが 広西 チュア ン(壮)族 自治区に居

住する。なお 「撞」 ・「獲」は,そ の前近代 における史料上の称謂である。
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表1移 住の時期[民 国 『全県志』(1935)に 拠 る]

時則 剖 劇 刹 元1明1清 医 国

件 数1386191941843

%一 一1753.939.6376一

備考:上 記のうち、宋末が37件,元 末明初が65件,明 末 清初が146件,

明末～清代が240件(49%)を 占める。

Zhuang)族1)を 含む当地の居住民に及ぼした影響の面において も重大な意義を有 し

たように思われる。移住民の来住の時期と数量に関 して挙例すると,明 末清初の広西

において,漢 族と非漢民族 との人ロ比率はほぼ1:9か ら3:7で あったのが,清 末

道光年間にはその比率が完全に逆転 しており,こ の間に大量の移住が行なわれたであ

ろうことが容易に推測 される2)。 さらに表1は 民国 『全県志』第二編,社 会,民 族附

「姓氏」に見られる全県の各村落に居住する漢族住民の来歴に関する記事をもとに作

成 したものであるが,来 歴の判明する490絵件中,明 清時代に移住 してきたものが約77

%を 占めており(さ らにそのうち,明 末以降が約63.5%を 占める),移 住がほぼ明清

時代に集中している。

中国国内移住史に関する先行研究には,諌 其駿による湖南の[調1932],山 田賢

による湖広から四川 ・陳西 ・湖北の三省交界地帯への[山 田1986],瀬 川 昌久の広

東[瀬 川1982]等 の研究があるが,広 西の場合については専論がな く,も っぱ ら太

平天国史との関連において,「 土客」問題をは じめとする太平天国運動発生の歴史的

条件の解明という視点から検討 されてきた。それは,例 えば太平天国運動前夜の広西

社会を全面的に検討 した[西 川1978]や 「土客」問題について諸学説を整理すると

ともに再検討を行なった[稲 田1986b],さ らには近年の中国における研究(た とえ

ば[龍1985]・[梁1987])に も見出されるが,し かし,概 してそれらは太平天国

史の立場からの研究であるがために,対 象地域が太平軍興起の地一金田村の所在する

薄州府等の広西東南部に限定される傾向があった。また,移 住民とチュアン族との関

係についても,太 平天国期の横州 ・永淳県のチ ュアン族の 「抗租」運動を取り上げた

[稲田1988]以 外には,チ ュアン族史の全体の潮流を踏まえた上での研究が少なく,

その上,と もすればチュアン族が政治経済的圧迫を受け,太 平軍へ参加 したという一

2)嘉 慶 『広西通志』巻二七九,「諸蛮」所引,銭 元昌 「零西諸蛮図志」によると,雍 正10年

[1732]頃の広西の全人口の中,4割 がチュアン族,3割 がヤオ族,2割 が 「狼」(土 司型チュ
アン族)に よって占められていたが,道 光末年[1830]頃 には,挑螢 『中復堂遺稿』巻二,「平

賊事宜状」によると,非 漢民族や先来の移住民で長期間定住したものも含む 「土著民」は3割
程度にすぎなくなった。
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面のみが強調される傾向が見 られた。さらに,概 していえぱ,チ ュアン族は明清時代

において 「漢化」過程をたどった(特 に清代中期以降に顕i著)が,し かし生態や社会

経済等の諸条件の相違に応じて 「漢化」の速度と範囲に地域的差異が生 じたように想

定 されるのであり,し たがって移住民とチュアン族との関係の検討に際しても地域性

を踏まえた上でなされるべきであろう。

 筆者はこれまで,明 清時代チュアン族史研究 として,非 土司地区に重点を置き,1.

その明代における移住と生態[塚 田 1985a],2.そ の漢族地主への佃農化の過程[塚

田 1985b],3.統 治権力によるその統治体制[塚 田 1987]に 関する検討を行なって

きた。本稿ではその続篇として,明 清時代における漢族移住民とチュアン族(非 土司

型)と の関係について検討を行なうが,そ の場合,移 住民の中でも特に商工業者と農

民に注目し,ま ず(1)移 住の大勢(移 住時期 ・移住民の分布地域と出身地 ・移住の背

景)や 移住民の存在形態を踏まえた上で,(2)地 域的差異を考慮 しながら移住民とチ

ュアン族との関係の実態を明らかにしたい。

皿.移 住の大勢 と移住民の存在形態

1. 移 住 の 大 勢

 まず本節では,外 省からの漢族の移住が行なわれた(i)時 期,(ii)分 布地域,(iii)

出身地,さ らには(iv)移 住の背景について,商 人,工 匠,農 民の順に検討 しよう。

 (1)商 人

(i)

 商人の移住について表2に 関係史料を整理 したが,こ れによると,計28例 中,① ～

④が明代,⑤ ～⑳が清代に属する。明代の4例 中,3例(② ～④)が 明末であり,ま

た清代の22例中,14例(⑤ ～⑱)が 康煕～乾隆年間であることに注目すれば,全 体的

傾向として移住は明末に開始され,清 代初期か ら中期にかけて本格化 したように考え

られる3)。なお,清 代末期には移住を伝える記事が少なくなるが,そ れはおそらくす

でに清末までに移住民が移住先において成功を収め,確 固たる地位を築き上げていた

ため,新 来の移住民が特に記述の対象とならなかったからであるように思われる。

3)な お,表2① ②は一定期間,他 省に赴いて商業活動を行なう 「客商」であり,また⑤⑦⑨は

 季節移住民であり(⑤⑦の場合,年 末に帰郷し翌春に再び到来し,また⑨は秋冬季に到来する
 形態である),必 ずしも半恒久的な住居の移転を伴わないが,し かし移住先の広西で成功を収
 めて0時 的な暫住から定住へと変化した可能性がある点を考慮して,本 稿ではそれらも「移住

 民」の範疇において捉えたい。
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表2商 人 の 移 住 に 関 す る 主 要 史 料

関    係    史    料
時 期 移 住先 析 出 地 典  拠

原   文   1 摘   要

成化 梧 州 広 東 梧州為郡,路 当両広,水 会三江。彼地軍民,錐 住居 梧州に商人が 「絡繹往来」し柴薪 ・竹木の 呉廷挙 『東湖
23年

(1487)
(?)

寡少,而 地方商頁,則 絡繹往来。近地所有者,不 過 買付けを行なう。地元の里老が商人を 「引 奏疏』巻一,

③ 柴薪,遠 山所儲者,無 非竹木,軍 資為利,民 頼為家。 同」 し,木 材を 「尽 山採取」 し筏で搬 出。 「建言地方民

(中略)又 有該 図里老,引 同外境豪強商頁,尽 山採 情等疏」(成

取,愈 成大筏,接 尾横江,又 其一耗 也。 化23年)

万暦 不 明 広 東 広東用広西之木,広 西用広東之塩。広東民 間,資 広 (広東と広西間の交易) 王士性 『広志

②

25年

(1597) 西之米穀東下,広 西兵餉,則 借助干広東。広東人性

巧,善 工商,故 地称繁麗,広 西坐食而已。

    塩
広東.     》広西   木材

,穀 米

繹』巻五,西

南諸省,広 西

広東人は商工業にすぐれているが広西人は の項

「坐食」す るのみ。

同 南 寧 広 東 昌与梧,号 為重鎮,幕 府所都。東人輻較,賢 者微重, 南寧,梧 州に広東商人が多 く集ま り,広 西 万暦 『広西通

③
27年

(1599)

梧 州
而衿節小人,齪 々自持,威 仰給東人,以 為外府。

  かねぐら

人の 「外府」 となる。 志』巻三,風

俗,「 論 」

崇禎 梧州府 広 東 客民,閾 楚江漸倶有,惟 東省接壌尤衆,専 事生息, 移民 には福建,湖 広,江 西,漸 西出身者 も 崇頑 『梧州府
4年

(1631)

(新 会 ・

順徳 ・ 什一而 出,什 九而帰。中人 之家,数 十金之産,無 不 い るが,広 東人が最多である。彼等は投機 志』巻二,輿

④
南海県)
福 建

立折而尽,充 兵戌衛役,急 即逃去,多 翁源人 。習文 的商売を営み1の 元本で9の 利益を収む。 地,「 風俗」

湖 広 移,持 刀筆,為 宮府書吏,仰 機利而食,遍 於郡 邑, 広東人中,塩 ・材木商人 の店舗を連 ねてい
江 西
漸 西 多高 明人。塩商木客,列 蝉当櫨,多 新順南海人。 るものは新会 ・順徳 ・南海県人が多い。

1



康煕 平楽県 広 東 城外街民,大 抵 皆流寓開張。遠則東嬉,近 則全州, 城外の市場に広東や全州から商人が到来 雍正 『平楽府

⑤
12年

(1673)
歳暮散 帰,来 春又聚 。邑民但知耕植,不 諸貿遷 。 (年末に帰郷し翌春に再び来る)。地元民は 志』巻四,風俗,

農業を知 るのみで,商 業を行 なわない。 「陳光龍 の言」

一

同 桂 林 江 西 塔西諸郡,桂 林差無庫,然 民 窮地薄。城 中江右楚人 城内の人口の9/10は 江西 ・湖広人 であ り, 陸詐蕃 『嬉西
26年 頃

(ユ687)

湖 広 僑寓者十之九,構 竹為盧,貿 易不過難魚羊琢之類。 簡単な店舗を溝え鶏魚羊豚を販売。他方, 偶記』

⑥ 錦繍文綺 明珠象貝,実 産零東,此 間無有 也。土著者 土著民は郷村 に居住。

居於郷,率 皆傑鮎傲慢,不 畏官府,学 使者例不治民,

視之蔑如也。

同 平楽府 広 東 坊郭里,附 城郭,民 戌 雑居,商 頁皆東電三楚之民, 商人は皆,広 東 ・湖 広出身者で,年 末 に帰 康煕 『蕩浦県

⑦
48年

(1709)

蕩浦県 湖 広
歳終則帰,来 春又聚。本邑人民,但 知耕植,不 譜貿 郷 し翌春に再び来る。 志』巻十,「風

遷,士 衿毎以治生為苦,甚 至身鮮完衣。
-

俗」

同 南寧府 広 東 永淳土瘤民貧,訟 簡質朴。居城郭者,向 係 中土遊宣 ・ 城内の住民は官人 ・商人 ・流寓の後商であ 康煕r永 淳県

⑧ 54年 頃

(1715)

永淳県
経商之人 ・流寓後商。(中略)隷 籍市塵者,或 商責, るが,商 人な どは概ね広東人である。 志』巻十,「風

或執芸 自食,或 庶人在 官,率 嬉東之人,俗 与嬉東同。 俗」

雍正 平楽府 湖広 湖広 ・江西 ・広東客商,秋 冬始 集,鹸 月多敏市。民 湖広・江西・広東人客商は秋冬に到来(他 雍正 『平楽府

⑨ 4年

(1726)

賀 県 江西
広東

僅屠宰販 羅,挑 売魚塩。 の月には定期市が開催されないことが多 志』巻四,風

い)。 俗,賀 県

⑩ 同 同 不 明 昔時,民 戌雑居。商頁百工,悉 出異省。 商人 ・工匠は悉 く他省人。 同,恭 城 県
恭城県

同 梧州府 広 東 商頁羨 集,類 多東瑠人。為其漸染,事 尚紛華。市 中 商人が多 く集まるが,広 東人 が特 に多い。 雍正 『広西通

⑪ 11年

(1733)

蒼梧県
貨物,盛 於他邑鄭封,日 用所需,皆 取資焉。 市場の商品は他処よ り多い。 志』巻三二,

「風俗」
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同 桂 林 広 東 桂林為広西首都,城 内外商頁遠集,再 東江右人居多 。 城 内外の商人は広東 ・江西人が多い。 同
⑫ 江 西 見聞盛於他郡。

同 百色庁 不 明 百色,商 頁来集,生 歯漸増,連 歳屡豊,人 皆鼓腹。 百色に商人が来集。 『宮中福雍正

⑬

12年

(1734)
朝 奏摺』23輯,

溜紹周 「奏請

勅擾倉穀分貯
百色摺」

乾隆 轡林州 広 東 早在乾隆以前,就 有広東人在玉林経商了。在玉林県 乾隆以前に広東人が到来し商売を行ない会 注1
⑭ 以前 城和大平山好,都 建有弩東会館。 館を設立。

一

乾隆 平楽府 広 東 昭平里 ・附城里民甚稀,商 頁青吏,半 属嬉左 ・楚南 商人 と膏吏 の半数が広東 ・湖南人。 乾隆 『昭平県

⑮
29年

(1764)

昭平県 湖 南
之人。 志』巻四,「風

俗」

同 柳州府 不 明 城願内外,従 戎貿易者,多 異省人,終 鮮土著。然生 軍人と商人の多くは他省人であり土著は少 乾隆 『馬平県

⑯ 馬平県
歯 由此繁,田 野由此開,実 零西一要地也。 な い 。 志』巻二,地

輿,「 形勢」

     一

同 蒼梧県 広 東 蒼梧為零西東境,離 県二十里,有 巨鎮焉,蓋 古戎城也。 蒼梧県の戎嘘に広東商人が水運を利用して 注2
35年

(1770)
戎 壇 其地面臨大江,左 右高山環峙,峯 連翠畳,数 十里而 多 く集 まる。水運によれ ばわずか数 日で往

不絶。上接両江,一 自南 寧而下,一 自柳州而下,皆 会 復 できるので,他 省 とい って も広東人 か ら

⑰ 干戎。水至此,流 而不験,故 為貨賄之所聚云。吾東 見 れば故郷同然であり,こ のため広東人が

人貨干市者,禅 鎮揚帆,往 返縄数 日。蓋錐客省,東 特に多 い。戎嘘に集 まる商品は米が最 も多

人視之,不 奮桑梓 。(中略)故 客干戎者,四 方接靱, い 。

而莫盛干広人 。集干戎者,百 貨連摘,而 莫 多干稲子。



同 薄州府 広 東 桂平 邑在塔西薄州。(中 略)四 方商頁,挟 策貿遷者, 広東商人が桂平県の永和 ・大宣嘘に集まり 注3
56年

(1791)

桂平県
永和嘘 ・

接 而来,舟 車輻軽,貨 賄積聚,煕 来擾往,指 不勝 商業活動を行ない,両 嘘 に会館を設立。広

大宣壇 屈。而以我東零之商旅干桂平永和・大宣両嘘者為尤 東人 は桂平県下のみな らず左 ・右江 の至る

⑱ 盛。(中 略)今 建両嘘会館干永和,以 為宴集同人, ところに進出 している。

簿公事之所。復 干大宣創立会桟。両嘘一水相連,郷

人便之。(中略)吾 郷之来遊西番者,不 但在桂平也。

即左右両江,所 至輻有郷人 。

嘉慶 響林州 広 東 平楽嘘,在 城東北六十里 中塘堅内,.上 下直街二条, 嘉慶 ・道光以前,広 東商人が多 く平楽嘘に 民国 『陸川県

⑲

・道

光以
陸川県
平楽嘘

西偏横街一条。共鋪店四十絵間,毎 逢子午 ・卯酉 日 出店。 志』巻五,建

前 為市期。清嘉道以前,東 商来此営業者甚多,今 不如 置,「街市」

昔 。

同 柳州府 広 東 県属富戸蓼 々,蔵 金家不及万圓,儲 粟 家不及三千石 。 地元民 には 「富戸」が少な く,や や大 きな 民国r来 賓県
来賓県 稽 巨商業,多 広東来客操之。 商業 は広東人が操 る。 志』巻下,歴

⑳
史,食 貨,「 農

工商業」

道光 桂平県 広 東 道光年間,江 口嘘多是広東人傲生意。万興和是全塊 江口城で商売を行 なうの は多 くは広東人。 注4

年間 江口嘘 最大的商店。従広東来 的,有 藍布 ・鴉片姻。姻館有 広東から藍布や阿片が齎さる。「広東人が
⑳

十幾間。当時流伝両句話,無 東不成市,有 姻則有東。 いなけれ ば市 が立たず,阿 片があるところ

には広東人がいる」 との諺あ り。

道光 全州西 湖 南 商。本地人絶少,操 奇臓遊都市者,往 来皆楚南客商 。 商人の多 くは湖南人であ り,湖南か ら蘇木 ・ 道光 『西延軟

⑳
20年

(1840)

延県 自湖南販蘇木 ・鉄條等雑貨至桂省,自 桂林販棉花 ・ 鉄條等の雑貨が搬入 され,広 西か ら棉花 ・ 志』巻二,輿

白糖等雑貨至湖南。 白糖等の雑貨が搬出。 地下,「 風俗」

光緒 百色庁 広 東 市塵商頁,多 零東来。其次演南,亦 有他郡寄居 者。 商人 は多 くは広東か ら,次 いで雲南か ら来 光緒r百 色庁

⑳ 17年

(1891)

雲 南
る 。 志』巻三,輿

地,「 風俗」



「 光緒
 中期

龍州庁 広 東 清光緒 中葉,中 法戦争,大 軍雲集 。零東商頁,衛 尾

而来 。及条約締 結,辟 龍州為通商 口岸。零商遂争相

清仏戦争が発生し大軍が派遣された際に広
東商人が 「尾を街む」ように連なって赴い

民国 『龍州県

志』巻三,輿

扱費,始 成巨埠 。以故商場牛 耳,執 於塔人之手,而 た。そして条約が締結され龍州が通商港と 地下,「実業」

⑳ 土著之人,皆 沈迷干賎商。(中 略)出 口貨,以 糖豊八 なるや,広 東商人が商業権を牛耳 り,地 元

角油為大宗,黄 草蛤牛皮木棉花等次之 。進 口貨,多 民 は 「賎商に沈迷す る」よ うにな った。

而又暢鎗者,為洋紗布疋煤油食塩 其次則海味杉木,

及尋常用品之洋貨。
鴫

光緒 南寧府 広 西 清嘉慶年間,双 橋嘘的商店就已開始発展起来。(中 双橋嘘は嘉慶年間から発展し始め、光緒末 注5
後半 武縁県

双橋櫨
(羅定県) 略)在 五,六 十年以前,外 地商人也在這里開設店舗 頃には外地の商人が店舗を開設 した。 とり

㊧ ,主 要従事売薬材。棉紗 ・綿布亦 随之運入。広東羅 わけ羅定県から来た商人(「羅定客」)の販

定的百貨特別受到歓迎,人 椚称呼羅定商人為 「羅定 売商品が歓迎 され た。

客 」。

光緒 広 西 湖 南 鉄鉱,生 鉄板,無 出境者,出 境之鉄,官 鉄 多由県城 郡陽か ら鉄製品が河川を通 り漢 口 ・長沙 ・ 光緒 『郡陽県

⑳

33年

(1907)

(西延県) 資水運往漢口,鋼條多由永豊測水運往省城,鉄 鍋薄 広西へ運ばれる。 郷土志』巻四,

厚両種,多 由新寧旧扶郵水運往広西。 地理,商 務,

「出境之貨」

明末(?) 広 東 客家人。俗謂之麻界人。原以広東嘉応州為多。在広 客家人(俗に麻界人という)は明末に広東嘉 民国 『三江県
一民 国

35年
(嘉応州)
福 建 東亦有客家人 ・麻界人之称,因 其言語又与広府人異 応州ない し福建 ・江西等の地か ら来 たが, 志』巻二,社 会,

(1946) 江 西 故也。 然皆能説官話。(中略)本 県客家人,明 末来 各市鎮に散居 し,優 れた商業手腕を持 ち, 「民族」
⑳

自広東嘉応州,或 福建 ・江西等地。散居各市鎮,善 どこへ行 って も概ね致富する。

三江県 経商,博 厚利 。毎至一地,率 多致富。 (中略)其 居
     '

室衣服,与 一般漢人同。其著姓以鄭 ・頼二族為最。

民国 広 東 土客商人及其資本之比較。大商為広東人,次 商為湖 経営規模 と資本において,広 東人 が最大, 同,、巻 四,経

⑱
35年

(1946)
湖 南江 西 南 ・江西人,又 次為本県及各県人。資本以広東人為 次いで湖南 ・江西人,さ らに当県及び広西 済,産 業,実

雄厚,此 外諸商,大 率資本較少。 の客県人 。 業,「 商業」

〔注〕 1.[広 西憧族自治区通志館〔編〕1962:20,玉 林県城 関公社陳秀礼 ・周麗春(口 述)コ,2.「 重建戎嘘会館記」[広西億族 自治区通志館〔編〕1962:

   253-254],3・ 「創建 零東会館序」⊂広西憧族 自治区通志館〔編〕1962:249-251コ,4.[広 西憧族 自治区通志館〔編〕ユ962:16,桂 平県江 □公社 陳寿

   興 ・曽倣章(口 述)],5・[広 西壮族自治 区編輯組〔編〕1985a:136コ
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(ii)

 移住商人の分布地域について表2に よると,明 代の4例 はいずれも珠江(西 江)沿

岸であり,そ のうち①③④では梧州 ・南寧といった府治名が明記 されている。清代に

入ると康熈年間には省都桂林府(⑥)の ほか,平 楽府 および管内の各県(⑤ ⑦⑨),

南寧府永淳県(⑧)と いった県治名が見出される。雍正年間にはさらに広西西部の雲

南に近い百色庁(⑬)が,乾 隆年間には響林直隷州(⑭)・ 柳州府(⑯)の ほか,西 江

沿岸の嘘市(市 場町)名(⑰ ・⑱)が 出現するとともに,珠 江上流の左 ・右江(沿 岸

の)「至る所」に進出するようになった(⑬)。 そ して清末光緒年間には,ベ トナムと

の国境に近接する龍州への進出が行なわれている(⑭)。 これらの分布地の多くは珠

江とその支流の沿岸に立地することから,河 川が移住民,な かんず く広東出身者の移

住と商業活動の交通路として重大な作用を果た したことが推測される4)とともに,さ

らに広西の中でも(省 都の桂林を除けば)珠 江水系の都市 ・市場町への移住商人の進

出が目立っており,珠 江沿岸平野と内陸山間部との間に経済的格差が生 じたであろう

ことが想像される。

 以上から,移 住商人の分布地域は,明 代には珠江沿岸の重要な政治的拠点都市=府

治に限られていたのが,清 代初期～中期には広西東部や珠江沿岸の県治や嘘市(市 場

町)に 及び,ま た広西西部へも向かい,さ らに清末にはベ トナムとの国境地帯へと拡

大 していったことが指摘 されるとともに,珠 江水系の交通 ・経済上の作用が窺われる。

        1

(iii)

 移住商人の出身地について表2に よると,珠 江流域およびその上流の左 ・右江流域

には広東出身者が多 く(① ③④⑧⑪⑭⑰⑱⑲⑳⑳⑭⑳),桂 林 ・全州等の広西北部に

表3 商店経営者の籍貫 [広西統計局 〔編〕 1933]

本省人 外 省 人 経 営 の 商 店 数 広東人商店
の占有

地  域 全商店数 経営の
商店数 広刺 湖劇 江西撫 障州ト咽 計

不明 比率
 (%)

梧  州 1390 268 505 4 6 6 1 10 532 590 36.3

南  寧 979 619 258 9 9 3 2 18 299 61 26.4

柳  州 622 3ユ4 177 56 7 0 0 15 255 53 28.5

鯵 林 州 448 400 35 0 0 1 0 0 36 12 7.8

賀  県 163 64 96 1 0 0 0 0 97 2 58.9

百  色 159 81 65 2 2 4 0 3 76 2 40.9

龍  州 255 150 90 3 1 0 4 0 98 7 35.3

4)表2⑰ によ ると,蒼 梧県戎嘘 は西江を経 由すれ ば数 日で広東(お そ らく珠江 デルタ)と 往復

す ることが可能であったため広東人か ら見れば故郷 も同然であった という。
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表4 外省商人の活動 [東亜 同文会 〔編〕 1926]

梧 州1 住民の大半が広東出身者。広東人が商業の実権を掌握(広 東語が商人間の通用語)。

平 訓 嫡 人は大抵 蘇 ん

南 孚割 嫡 人は広東・江軌

百 倒 大商人は広瓢

柳 州 艦 期 離 も麗囎li鯉 鏡誓礎騨 広軌 貴州●踊 ●雛'

平 剰広東人人 口が最 多,次 いで湖南人,さ らに江西人。

陽 朔 騨 人人・帳 多 次瞳 江軌

桂 林 人 口は,1.桂 林,2.広 東,3・ 湖南,4.江 西の順 に多い。輸入貨物 は尽 く梧州 か
ら来 る(湖 南か らは僅少)。

長 安 1広繭 人が人・の多数を占める(特 に 「欄 の勤 大)・

興 安 広西・湖南両省の貿易の境界 
(以北一 湖南～漢口。以南一 梧州～広東)

全 州 騨 人が暢 を独占・

は湖南(な いし湖広人。中でも湖南人が多いようである)・ 江西出身者が多 く(⑥ ⑫

⑫),そ して両者の中間地帯に 当たる平楽府では広東 ・湖南 ・江西出身者が混住 して

いる(⑦ ⑨⑮)。 また,表3は 民国期の広西各地における商店経営者 の籍貫に関す

る統計資料であるが,柳 州において珠江沿岸の各地よりも湖南人の比率が高 くなって

いる。 したがって,広 西北部一湖南人,南 部一広東人,そ して中間の平楽～柳州に両

者が混住するという,広 西における移住商人の大体の勢力範囲が判明す るで あろ う

(ただし,こ の勢力範囲には多少の時期的変動があったようであり,表4を 見ると民

国期において桂林や長安鎮等の広西北部の各地への広東人の進出が目立ち,興 安県が

両省人の勢力範囲の境界である,と までいわれるようになっている)5)。

 移住商人を出身県別に見ると,広 東人については表2④ に珠江デルタの順徳 ・南海

・新会県出身の 「塩商木客」が店舗を連ねていたという記事が見出される。広東の中

でも,「南は富,北 は貧」(嘉靖『広東通志』巻二十,民 物,風 俗,広 州府)と いう明末

の俗諺に端的に表現 されるように,南 部が経済的先進地域であった。とりわけ珠江デ

5)桂 林における勢力範 囲の変動について,康 煕26年[1687]に は湖南 ・江西出身者 が住民 の90

%を 占めて いた(表2⑥)の が,そ の後かなりの数の広東人が来住 したようであ り,表2⑫ に

は,雍 正11年[1733]に は広東 ・江西出身者が多半 を占めた ことが指摘 されてい る(こ の記事

は広東人のめざま しい進 出を窺わ しめるが,し か し湖南人 の存在が指摘 されていない点 では誇

張 が見 られ る。表4や 「広西省城選丁清査保 甲章程」〔ロン ドン公文書館所蔵外務省文書125〕

[佐々木1967:228-234]を 見 ると,湖 南人 もまた清末 に至 るまで 桂林 の人口のか なりの部分

を占めていた ことが判 る)。
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ル タ で は 明代 中期 以 降,広 州 府 や 仏 山鎮 を 中心 に 商業 の顕 著 な発 展 が見 られ,そ れ に

伴 い 商 人 が広 東 の他 地 域 や 外省,さ らに は 海 外 へ 進 出す る趨 勢 に あ った([黄 1985:

187-236]等)こ と か らす れ ば,お そ ら く広 西 に移 住 した 広東 商人 の 中で も珠 江 デル

タの 各 県 の 出 身者 が多 数 を 占 めた で あ ろ う6)。 な お,こ の ほか,表2⑳ に 嘉 応 州 ・福

建 ・江 西 出身 の 「客 家 」(「麻 界 人」)商 人 に 関 す る記 事 が あ り,移 住 商 人 の 中 に は(お

そ ら く数 量 的 に は比 較 的少 数 で あ ろ うが)客 家 も含 まれ て い た こ とが判 明 す る。

 湖 南 ・江 西 商 人 の 出 身 県名 につ い て は,表2⑳ に は湖 南 の郡 陽 県 出 身者 の記 事 が 見

出 され る程 度 で 史 料 的 に 十分 で な い が,他 に 民国 期 の 資料[東 亜 同 文会 〔編〕 1926:

881-884]に 桂 林 の大 商 人 の 籍貫 が列 挙 され て お り,そ の う ち,湖 南 で は 長沙 ・長 沙

府 湘 郷 県 ・永 州 府 祈 陽 県 ・宝慶 府 郡 陽県 が 各2件,永 州 府 零 陵 県 ・衡 州 府衡 陽県 が 各

1件,江 西 で は 吉 安 府 藍 陵県 が6件,南 昌 府豊 城 県 ・臨 江 府 清仁 県 とが 各1件 で あ

る7)。

(iv)

 移 住 の背 景 と して,第1に,析 出地 と広 西 と の社会 経 済 的 事情 の相 違 を 指 摘 す る こ

とが で き る。 広 東 の 場合,す で に 明代 に一 応 の農 地 開 発 を 終 え,耕 地 面 積 に 対 して人

口過 密 の 状 態 とな って お り,商 品 経 済 の 発展 と あ い ま って 商工 業 者 人 口 の増大 が見 ら

れ た8)。 ま た,湖 南 で も明 代 に農 地 開発 を 完 了 して い た[諏 1932:82]。 他方,広 西

で は 「民は但 だ耕 植 を 知 るの み に して,貿 遷 を諸 ぜ ず 」(表2⑤ ⑦)と い うよ うに 農

業 専 従 人 口が 圧 倒 的 多数 を 占 め,商 業 は 未 発 達で あ り9),ま た 商業 に従 事す る場合 で

6)陳 思述 『広西藤県民情』[1920]「 第一類之八」 に,

  客籍藤 に来 るに皆商業を営み,移 家する者甚 だ少な し。其の人,広 東省の順徳 ・南海 ・羅定

  を以て多 しと為す。

 とあ り,こ の推測 がいっそ う補強され るとともに羅定県の商人 も多数来住 した こ とが 注 目 さ

 るれ(表2⑳ に も羅定商人の進出が見 られ,ま た民 国 『羅定志』巻一,地 理,「 風俗」 に,羅 定

 商人 が広西 ・貴州 ・雲南 ・四川へ進出 した ことが挙げ られている)。

7)こ のほか,[広 西壮族 自治区編輯組 〔編〕 .;.:88]に よると,1900年 代以前,広 西北部 の

 龍勝庁に湖南の郡陽 ・武岡県 か らの行商が到来 した。

8)嘉 靖 『広東通志 』巻二十,風 俗,潮 州府所引 「旧志」(嘉 靖 『潮州府志』)に,

  商は刀錐を競い,工 は淫巧 に趨 く。

 とあ り,そ の注に,

  蓋 し東南 は地狭 く民稠 く,勢 い工商を為 さざるを得ず 。

 とある。 また 『宮中櫨雍正朝奏摺』第16輯 ・雲南総督邪爾泰 「奏陳愚西倉儲摺」 〈雍正8年4

 月20日 〉 に,

  即 ち広東一省 の如 きは,末 に務 め農を賎む者多 し。

 とあ る。人 口過密状態 に対 して,清 代康煕～乾隆年 間における人 口の急激な増加や少数の地 主

 への土地の集中[梁 1987:420-422][邪 1981:461-462]の 現象の発生 もさ らにそれに拍車

 を かけた。

 9)前 掲 『広西藤県民情』 「第一類之二」によると,官 僚郷紳を除 く全県住民の9割 を農民が占 
め,他 の1割 を店舗を持つ者 と行商 とを含む商人(3 ｰo),工 匠 ・職人(4 ｰo),漁 民(3 ｰo)

 が占めていた。また,同 書 「第四類之五五」によると,土 著民で商業を経営する者 は百中の0,

 二に過 ぎず(千 人以下),そ の資本 も1万 両以下であ ったという。
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表5工 匠 の 移 住 に 関 す る 主 要 史 料

関    係    史    料
時 期 移住 先 析 出 地 典  拠

原   文   i 摘   要

雁正 平楽府 不 明 賀俗尚質朴。(中略)男女皆力作。工皆外省之人,冬 工匠は皆外省人であり,彼等は冬に来て翌 雍正 『平楽府

④ 4年

(1726)
賀 県 来春去,靡 有常居。 春に帰 り,常 居 しない。 志』巻 四,「風

俗」

同 同 同 表2⑯ 工匠はすべて他省出身者。 同
② 恭城県

乾隆 全 州 江 西 工。土眠朴拙,不 習技巧。業六工者十九,江 右 ・湖 六工を業 とする者の9/10は 江西 ・湖南 の移 乾隆『全州志』

③ 13年

(1748)

湖 南
南客民,伝 食郷里,不 常厭居,急 求往 々不能埣応。 住民であ り,郷 村を巡回 し定居 しないため 巻 一,輿 地,

急な求めには往 々応 じられない。 「風俗」

道光 全 州 江 西 工。土民以農為業,習 芸事者少 。往 々江右 ・楚南客 地元民の多 くは農業を営み,工 匠 は多 くは 道光 『西延較

④
20年

(1840)
西延県 湖 南 民,執 其技,来 此游食。然欲造作,須 預為招致,不

能立辮也。

江西 ・湖南人である。 志』巻二,輿

地下,「 風俗」

光緒 全 州 湖 南 邑中貧民無恒産者,多 習手芸,其 業不一。惟縫人尤 零陵県の裁逢師が全州へ到来。 光緒 『零陵県

⑤ 元年(
1875)

(零陵県)
彩,寧 ・道 ・永 ・江間,皆 零民往為之 。更有遠至 広

西全州等処者。

志』巻五,風

俗,「 生計」

光緒 灘州府 広 東 工。技粗而且随,修 器械,造 宮室,必 籍外境匠人 。 茅ぷき屋根の粗末な家屋建築を除いて工匠 光緒『貴県志』

⑥
20・21年

(1894
貴 県

惟茅茨 土階,或 勉強自為耳。(中 略)城 郭多華居,各 は外省人にたよる。康煕初 には湖広の木 匠 巻五,紀 人,

一95) 匠悉用外江。 〔原注〕按。 康煕初,飽 済修 「武当廟 ・石匠がいたが,今 は広東人 を用いる。 「風俗 」

碑」,未 尚刊,有 湖広木 匠 ・石匠姓氏。今用毒東匠。



19世紀 慶遠府 湖 南 在可査的本郷近百年来的打鉄歴史中,湖 南人来此開 百鯨年前に湖南人が洛東郷へ来て開業し鉄 注1

⑦
半以降 宜山県

洛東郷 鋪打鉄已属常事。他椚早在一百多年前来到洛東地区 鍛冶を行な う。当地 のチュア ン族 に打鉄の

開炉打鉄,井 把打鉄技術伝給当地的壮族人。 技術を教える。

清末 柳州府 広 東 土民工芸,多 僕拙,其 営造,僅 能築土堵木工,亦 僅 地元民 にも木 工 ・鉄匠がいるが,粗 末な机 民国 『来賓県
 ～
民国

来賓県 湖 南
江 西 粗架几案与田家輸運之牛車。(中略)陶 冶之属,県 ・牛車 ・刀斧 ・釘な どを作 るのみで,釜 ・ 志』巻下,歴

25年

(1936)
境不及十家6(県 城に近接す る8嘘 に ついて)各 有 鍋 ・銅器 ・錫器 は作 る者がいない。磁器 は 史,食 貨,「農

一二鉄 匠,所 製刀斧 ・環鍵 ・釘鉤及諸農器 外,無 他 粗末な ものは賓陽県か ら,精 巧な ものは広 工商業」

物。並不能鋳釜鐘。銅器 ・錫器,尚 無製者。(中 略) 東石湾(仏 山)か ら来 る。絵画や丹漆,彫

⑧ 県民所需盗器,粗 者来自賓陽,精 者則広東石湾物也。刻を施 した屋根 のへ り,屏 風,窓 枠,机,

(中略)絵 画丹漆,畳 雛刻結構稽渉於鉤心門角者。 寝台な どは桂平県 ・貴 県や広東 ・湖南か ら

如屏 國几楊之属,皆 桂平 ・貴 県,或 広東 ・湖南外来 の工匠が作る。裁縫師は,道 光以前は江 西

之 匠為之。裁縫之工,道 光以前,県 城西門列薙而居, 人,威 豊以後 には湖南 ・広東人 も進出。

皆江西人,多 至二三十家。威豊後来者,多 湖南或広

東人 。然牢能独力設蝉。往 々受傭伝食。

注1.[広 西壮族 自治区編輯組〔編〕1986:36]



国立民族学博物館研究報告別冊  14号

も,表2⑨ から推測 されるようにおおむね零細規模であった。

 第2に,歴 史的に形成されたところの人的特性の地域的相違が指摘される。とりわ

け大貿易港広州を擁する広東人はつとに交易に従事 し,「性巧みにして 工商に善 し」

(表2②)と いう特性が形成 された。この点について表2⑳ によると,光 緒年間の清

仏戦争の際に広東商人が 「尾を街む」ように清朝軍に引き続いて龍州に赴き,戦 争終

了後締結された条約に基づき当地が開港されるや,他 者にさきがけて市場を牛耳るよ

うになったことが述べられており,そ の卓越 した商業的手腕が窺われるとともに,広

西の商権が広東商人によって掌握 されていったであろうことが予測される。

 (2)工 匠

(i)

 工匠の移住に関する史料は比較的少ないが,そ れらを表5に 列挙 した。これより・

工匠の移住が清代康煕 ・雍正年間から開始され,以 後清代を通 じて行なわれたことが

窺われる。なお①では,工 匠は季節移住民であり,さ らに③④から彼らは1カ 所に定

住せず県下の各地の郷村を巡回する居住形態をとったことが指摘される。

(ii)

 工匠の分布地域について,表5の ①～⑤は平楽府下の各県および全州,⑥ は薄州府

貴県であり,⑦ は慶遠府宜山県,⑧ は柳州府来賓県である。 これより,移 住工匠は清

代初期～中期に広西中 ・北部や西江流域に進出し,清 末以降には広西西部の内奥の地

に至ったことが指摘される。

(iii)

 工匠の出身地について,表5の ⑧～⑤,⑦ ⑧は湖南出身者,③ ④⑧は江西出身者,

⑥⑧は広東出身者であることから,湖 南人が比較的多数を占めたように思われる10)。

この点について,民 国 『平楽県志』巻二,社 会,民 族, 「本邑漢族之来源」に,

  東鯉より来る者,多 く商腔を設け,三 楚より来 る者,多 く工業を操 り,江 西 ・福

  建より来る者 も亦た人に乏 しからず。

とある。先述のように湖南人で商業を営む者 も確かに存在 したが,し か し0般 に広東

人は商業を,「三楚」一湖広人は手工業を営む,と いう特徴があったようである。

(iv)

 工匠の移住の背景と して,先 の商人の場合と同様,析 出地での人口過密と経済的発

展,広 西の地元民の農業専従の生活様式が想定される。加えて,表5の ⑧に少数派で

10)な お,一 部の地域では時期により勢力の変動が見られた。例えば表5⑥ によると貴県では康

 煕年間に湖広人の木匠・石匠がいたが,後 に広東人にとって代わられた。
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表6農 民 の 移 住 に 関 す る主 要 史 料

関    係    史    料
時 期 移 住 先 析 出 地 典  拠原   文   } 摘   要
万暦 平楽府 隣 省 文化里,離 城二百廿五里 。前属猫獲,王 化不及。至 チュア ン族の蜂起を鎮圧 した後,文 化里を 乾隆 『昭平県

①
6年

(1578)

昭平県 (広東 ・
湖南) 万暦六年,始 征平伏 。一里分為十排,丈 田定賦,招 10排 に区分 し,そ の中の計6排 に隣省か ら 志』巻七,猫

佃耕輸 。一二三四五十排,係 都 省遷居之民,開 戸立 の移住民を招き定着させた。 獲,「溜文成 の

籍。六七八九排,係 平伏招撫之狸人,開 戸立籍。 言」

同 柳州府 湖 広 本県僻処山隅,猫 猛雑居。明朝戊午大荒,死 亡過半。 大凶作で住民の過半数が死亡したため,湖 『古今図書集

②
46年

(1618)
羅城県 広 東 湖広 ・広東各処新民,承 耕荒 田。然祖孫父 子相継, 広 ・広東 か ら移住民 が荒 田を承耕。 成』一四〇九,

習俗相染。 柳州府,田 賦

考,羅 城県

康煕 慶遠府 広 東 楊彪,河 南人,康 煕二十八年,以 軍功授柳慶協副将。 呉三桂の反乱後,荒 廃した田土を広東陽山 道光 『慶遠府
28年

(1689)
宜山県 (陽山県)

時演変兵 褻後,郊 外薫条。彪嘗登会仙 山,見 四面, 県から来た流民に耕作させ,雑 糧を栽培さ 志 』巻十四,

③ 荒榛匝野棄地。因招諭磨東陽山県流民,給 予牛種, せ た(こ の流民 の村落を 「陽山村」 と命 名 職 官,宙 績,

令其 墾種雑糧。遂成村落,名 日陽山村。世耕其地, した)。 その際,税 役軽減措 置を も実施 し 「楊彪伝」

並無賦役,只 歳供本営竹草差使。 た 。

雍正 平楽府 広 東 山可種花,地 可種麻。而土著之民,皆 不習労,往 々 地元民が広東陽山県から来た移住民を(山 雍正 『平楽府
④ 4年

(1726)

(陽山県)
招広東陽山人,種 植地土,主 収私租。 地 に)招 佃。 志』巻二十,

外志,「 随俗」

同 容 県 恵州府 本年武月拾参日,拠 容県知県王激霞詳称,「 日有広 広東恵州 ・潮州府の 「饒民」が容県を経て 『宮中櫨雍正
5年

(1727)

北流県博白県

宣化県

(永安 ・
興寧 ・帰善県)

東恵潮鱗民,於 県境停泊,過 往向北流 ・博白而去」。
(中略)即 飛傲与東省接壌之梧州府 ・轡林州所属各

北流 ・博 白県へ移動 しているという報告を

うけて,官 側 が餓民の姓名 ・人数等を査明

朝奏摺』7輯,

韓良輔 「奏報

⑤
桂平県 潮州府 県,凡 有東省被災地方流来磯民,即 便査明姓名籍貫

及男婦大小人口数目。其別無生計者,即 設法安挿。
(中略)在宣化県及桂平県耕種者,恵 州府永安県民張

毘山等武拾参名口。興寧県民。(中略)帰善県民。(後

した上で,生 計の手段のない者を定着させ

る措置を とった。その結果,餓 民中の永安,

興寧 ・帰善県 出身者若干 名が宣化 ・桂平県

撫郎鱗民摺」

略) に定着すること 、な った。



同 (府県名) 広 東 霧 査。雍正伍年以前,弩 東沿海地方,養 遭水患。無 雍正5年 以前に広東沿海部で度々水害が発 同21輯,郡 彌

11年

(1733)
不 明 (沿海部)

籍貧民,頗 多移往広西 ・四川二省及渡海至閲省 ・台

湾謀生者,而 恵潮二府遷民更衆。数載以来,伊 等各

生 したた めに 「無籍貧民」,特 に恵州・潮州

府 の老が広西 ・四川 ・台湾へ移住 した。移

達 「奏請移居

外省人民搬春

⑥ 在彼地,主 聚力作,其 携賀傍回本籍者,固 不乏人。 住先で成功を収めた移住民には,財 貨を携 同往摺」

而暫回復去,及 搬春同往者亦多。計其来往之期,倶 え帰郷する者,一 旦帰郷して家族を同伴し

在冬春二季 。 て再 び戻 る者が,と もに多 くみ られ た(往

来 の時期 は冬 ・春)。

同 柳州府 広 東 浪。本隣省亡命者。来 自零東,日 陽山人。自湖南, 隣省からの亡命者(広 東陽山人・湖南麻山 雍正 『広西通

⑦
慶遠府太平府 湖 南

ベ トナム 日麻 山人。自交 夷,日 隆人。均 謂之浪。受撫則為浪

民,否 則逃入大沢為群盗,謂 之浪賊 。状類猪,而 狼

人 ・ベ トナム隆人)を 「浪」 といい,そ の

行動 によ って 「浪民」・「浪賊」の区別があ

志』巻九二,

諸蛮,「 浪」

桿甚於獲。柳 ・慶 ・太諸郡,間 有之。 る 。

乾隆 龍勝庁 湖 北 (龍勝)庁 地,本 属苗彊,向 無土著民人。 湖 自設 庁 乾 隆初,統 治権 力の開墾奨励策 により,湖 張聯桂 『張中

⑧
初 湖 南

江 西広 東
以来,招 集開墾,各 省客民,自 其祖父,於 乾隆初年,

由湖北 ・湖南 ・江西 ・広東等省,流 寓斯土,迄 今 百

北 ・湖南 ・江西 ・広東か ら入植 した。 丞 奏議』巻一,

「請設龍勝庁

有鯨年,生 歯 日繁,戸 口途万。 客民学額摺」

同 慶遠府 広 東 浪。其先 自広東 陽山県亡命而来。又日陽山人。語言 広東陽山県か ら亡命 して来た 「浪」(「陽山 乾隆r慶 遠府

⑨

19年

(1754)

(宜山 ・永定
・

永順県)

(陽山県)
百世不変。宜 山 ・永定 ・永順多有之。自為一類 不

与別種人通婚姻。性好種奮,即 自有田業,亦 使人佃

人」)は,独 自の言語 を堅持 し,同 類意識

が強 く別種 の人 とは通婚 しない。山地焼畑

志』巻十,雑

類,「 諸蛮」

耕,而 収其息。居無定所,土 瘡即去。 移動耕作を行ない,平 地 は小作に出す。

同 慶遠府 広 東 媛 子。其先来自東再 。但与陽山人言語又別。宜 山 ・ 広東から来た「媛子」(陽山人とは言語が異

      、

同上

⑩
(宜山 ・天河県) 天河間有之。亦好種雷,且 多種姻葉 ・油蘇 ・豆麦之

類。

なる)は,焼 畑を行ない,タ バ コ ・油 薦 ・

豆麦を栽培。



同 轡林州 広 東 城之南,語 音有似 翁源,謂 之新民,又 謂之 岐子。 「新民」=「咬子」(語 音は広東翁源県に似 乾隆 『陸川県

⑪ 21年

(1756)

陸川県 (?)
る)が 城南 に居住。 志』巻十二,

1
「風俗」

同 全 州 不 明
1全人

,非 稲不飽,故 以種稲為恒産。其諸穀,俗 名雑 地元民は水稲を栽培するのみ(老 農も雑糧 乾隆『全州志』

⑫
30年

(1765) 糧,皆 客民裸植於 山谷高原水泉阻絶之処,偶 佐饗喰, の種類を判別で きない)で あ るが,客 民 は 巻 一,輿 地,

歳錐漱不害。唯稲不登,民 斯病 ,故 老農 不癬黍稜 山間の泉水 もない処 に雑糧を栽培。 物 産,穀 類,

粟麦者甚多。 「按」

乾隆 ・
嘉慶
年間

薄州府
貴 県

広 東
(潮州 ・
恵州府)

貴地土著,砥 有章躍農黄邸五姓。五姓之外,多 係各

処来此 占籍。原無土来之分,乾 隆 ・嘉慶年間,漸 有

貴県で は5姓(章 ・軍 ・農 ・黄 ・郡)以 外

の姓 は移住民。 もとは 「土来の分」 はなか

梁廉夫 『潜斎

見聞随筆』「来

⑬ 潮 ・恵二処人来居住,謂 之来人。至道光初,則 種類 ったが,乾 隆 ・嘉慶年間に潮州 ・恵州府の 人 記」

繁 。其人不与村衆為郷,築 屋男居。男女力作,不 人 が来住 し 「来人」 といわれるようにな っ

変郷音,良 善者多務耕読,守 法畏 官,与 土人無異 。 た。「来人」は村民 か ら離れて居住 し男女を

挙げて勤労 し 「郷音」を変えない。

(乾隆?)
～道光

年間

同 広 東
(恵州 ・
潮州 ・

貴 県土著,惟 農黄草鄙卑各姓。鯨倶外来 占籍者 。今

概 称為土人。独於零東恵 ・潮 ・嘉遷来之人,無 論其

1土 著の5姓 と 「外来 占籍者」 とを 「土人」

と称 し,恵 州 ・湖州 ・嘉応州か ら来た者 は

光緒『貴県志』

巻五,紀 人,

⑭ 嘉応州) 年代遠近,均 謂之来人。以其離故土而不変郷音也。 到来年次の新旧を問わず,郷 音を変えない 「風俗」

其人 自成村落,或 三五家為一村,或 一家為一村 。 ため 「来人」 といわれ る。来人 は自ら村落

を 成 し1～3,5家 で も1村 を なす 。

同 同 広 東 孫人。渇境四属皆有,惟 貴県繁多。始広東 ・福建 ・ 「猟人」は特 に貴県に多 く,広 東 ・福建 ・江 同治 『薄州府
福 建
江 西

江西遷来者,故 日来。以其慣 呼莫与愛,又 日狡。其

風俗,与 居民無異。男女倶勤農事,不 揮辛労。故春

西か ら移住 したために 「来」 とい う。「支」
・「愛」 と呼びあ う習慣 があるので 「狡」 と

志』巻四,彊

域,「 風俗」

⑮ 耕秋穫,較 之他 田,獲 利倍多。居積之家有 田者,威 もい う。彼等 は男女 を挙 げて農作 し労苦を

願批与耕種。其盧止跨居 田申,勇 無鄭舎。然族党之 厭 わないので他 の者 の田より収穫が倍 もあ

誼甚篤,遇 有仇敵,及 好勇四狼,一 呼百諾,荷 黄負 る。田間 に孤立 して居住す るが,族 党の誼

錨而至,啓 不畏死。故土人 ・来人常有口角相争,醸 に篤 く,事 あれば武器を もって集結 し,土

成械圖之案。 人 と争 う。



乾隆 宜山県 湖 南 宜邑,自 乾 隆年間,漢 民墾地,藝 豆 日五月黄 ・六月 乾隆年間から漢民が黄豆や蕉糖を栽培して 道光 『慶遠府
年間 ～ 広 東貴

州 黄二種,歳 獲数十万石 。又種蕪煎糖,歳 獲数万石。 いたが,近 来,湖 南 ・広東 ・貴 州 ・福建か 志』巻三,地

⑯ 道光 福 建 其蛮渓山筒,近 皆為楚再購閾人,墾 耕包穀 ・薯芋 ・ らの移住民が 「蛮渓山尚」に進出し雑穀を 理,風 俗,耕
9年

(1829)
瓜菜等物,行 見生歯日繁,地 無遺利 。惟土蛮循多 栽培 し,「地 に遺利無い」 ほど山地を 開 墾 植 「按」。

獺耳。 した 。

道光末 紫荊山 広 東 薄梧之交,有 大 山,日 紫荊 。延裏七百飴 里,界 平南 紫荊 山中の森林が密生 し,「人跡到る こ と 『賊情涯纂』巻

・桂平 ・武宣 ・象州四邑。平闊処有村落四十二蝕区, まれ」 な処 に広東の 「無業の貧民」が入植。 十 一,賊 数,

⑰ 深林密箸,人 跡窄到。惟番東無業貧民,利 開墾者往 「老賊」

焉 。

同 溝州府 広 東 又外郡地多山場噴土,醤 招嬉東客民佃種。数世後, 先に広勅 盤 灘 聴 招き小終 滋な々き龍啓瑞 『経徳

其徒益繁,客 主強弱互易。

         ト噸   薇P           }      た=

数世代の後には移住民の人口が増加し「客 堂文 ・内集』

⑱ ・主」 の勢力関係 が逆転。 巻二,「 零東

団練輯略序」

道光末 広 西 湖 南 柳 ・慶 ・桂 ・平四郡,楚 南墾荒貿易者多 。弩東間有 柳州 ・慶遠 ・桂林 ・平楽府には湖南 ・広東 『皇清経世文
 ～
威豊初

全 域 広 東
福 建 民人,亦 略相等。閾省差少。梧 ・溝 ・南 ・鎮 ・響等 か らの商人 。農民 が多 く,、梧州 ・薄州 ・南 続編』巻94,兵

⑲ 府州,半 与東境砒連 。墾荒貿易 占籍者,多 数東人 。 寧,鎮 安府 と響林 州には広東か らの商人 ・ 政,劇 匪,厳正

閲人 間亦有之。 農民が多く移住(福 建人もやや少数ながら 基 「論零西賊

い る)。 情兵事始末」

   ～

威豊 平楽府 広 東 恩平客人,威 豊間,避 禍来蕩,散 処 四郷,而 松林 ・ 威豊年間,愚 平県から戦禍を避けて来住し 民国 『蕩浦県

⑳
年間 蕩浦県 (恩平県)

所底一帯尤霧,称 為 客民 。 四郷に散処。 志』巻三,「風

}
俗」



同治

10年

(1871)

平楽劇 広 東
賀 県1

照得。賀邑幅唄最広。処 々与東省毘連,因 而東省各

府州県之人,無 業者,則 来此種山。挾資者,則 来 此

広東人 の 「無業者」 が賀県へ来住 し山地 に

入植 した り商業 を営み,3,4代 経過するか

張聯桂 『問心

斎雑 録』巻下,

⑳ 以前 1 貿易。或寄居 已伝三四代,或 往来已積数十年,原 与 数十年も地元民と往来すれば地元民同様に 「勧土客破除
土著無異 。無如郷音未 改,在 土人猶 目之為客。 な る。ただ し,「郷音」を改めないものは地 成見彼此和睦

元民か らあ くまで 「客」 と見倣 される。 示」

同 梧州府 広 東 (黍,蕎 麦,芝 麻,落 花生,芋 について)皆 恵 ・潮 恵州・潮州府からの移民が山間で雑糧を佃 同治 『蒼梧県
13年

(1874)
蒼梧県 (恵州 ・

潮州府)
人佃種於 山者。 種 。 志』巻十,食

⑫
貨,物 産,「 百

穀之属」

威豊 広 西 広 東 西省,自 軍興以後,土 著絶少。以十分計之,零 東居 戦乱(太 平天国運動)を 経て土著人口が大 徐宗亮 『帰盧
年間
 ～

全 域 湖 南
江 西 其三,湖 南居其二,江 西居其一焉 。地本瘡薄,而 人 幅 に減少 し,移住民人 口が増加(全 人 口中, 談往録』録二

⑳ 光緒 尤游惰 。客民開山墾地,勢 頗強横。游手無頼,因 之 広東人が3割,湖 南人が2割,江 西人が1
12年

(1886)
日多 。 割を 占める)。

光緒 梧州府 広 東 客民,各 省倶有,惟 東省尤衆。(中略)恵 ・紹 ・嘉及 移住民中,広 東人が最多。恵州 ・紹州府や 光緒 『懐集県

⑳
元 年(
1875)

懐集県 (恵州,

紹州, 清遠人,多 備地種藍。 嘉応州 ・清遠県人は藍を栽培。 志 』巻 一,「 輿

嘉応州, 地」
清遠県)

し i                      i
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ある地元民工匠の技術的後進性が述べ られており,こ の点も要因の1つ に挙げられる。

 (3)農 民

(i)

 農民の移住時期について,表6に よると計24例 中,明 代が2例,清 代が22例である。

明代の事例はいずれ も明末万暦年間である。清代の事例のうち,康 煕～乾隆年間が14

例(③ ～⑯)を 占めているが,乾 隆以降も事例は少なくないことからすれば,移 住は

清代を通 じて絶え間なく行なわれたように思われる。そうだとすれば,全 体的傾向と

して移住は明末に開始され,康 煕～乾隆年間に本格化 し,そ してその後も引き続き行

なわれたことが指摘されよう。

(ii)

 表6か ら移住農民の分布地域がほぼ広西の全域に及んだことが一見 して明らかであ

る。すなわち,桂 林府全州(⑫)・ 平楽府(① ④⑳⑳)・梧州府(⑤ ⑳⑳)・ 薄州府(⑱

～⑮,⑰ ⑱)・響林直隷州(⑤ ⑪)は もとより,柳 州府羅城県(②)・ 慶遠府(③ ⑦⑨

⑩⑯)や 桂林府龍勝庁(⑧),さ らには土司地区(⑨ の永定 ・永順)等,当 時の広西

において辺境地帯に分類される地域にも進出した。同時に,移 民は平地のみならず,

④⑧⑨⑩⑫⑯⑰⑫に示されているように,「 人跡未到」(⑰)・ 「蛮渓山w n」(⑯)と 言

われた処を含む山間部にも進出し,そ こで焼畑耕作(⑨ ⑩)を 行ない,雑 穀を栽培 し

た(⑫ ⑯⑳)。 この山地への入植はとりわけ乾隆年問以降に顕著であり,し たがって

平地への移住民の入植がその頃までにほぼ完了 したことを窺わ しめる。

(iii)

 移住農民の出身地について,表6⑲ より,梧 州 ・薄州 ・南寧 ・鎮安の西江沿岸の各

府では広東人が多数を占め,柳 州 ・慶遠 ・桂林 ・平楽の広西中～北部では湖南人のほ

かに広東人が進出した(他 に少数の福建人も含まれる)こ とが判明する。若干の時期

的変動があり,ま た湖南 ・広東のほかに江西(⑧ ⑮⑱)11)や福建(⑮ ⑯⑲),湖 北(⑧),

貴州(⑯)か らの移住民も見られたものの,先 の商人 ・工匠の分布状況とほぼ一致す

ることからすれば,こ れを移住民全体の分布状況と見なすことが可能である。 しかも

それは,徐 珂 『清稗類紗』(1917年 刊),方 言類,「桂林正音」に示すところの,平 楽

府昭平県を境として,以 北には西南官話に属する 「桂林正音」が,以 南に 「愚東音」

が通行するという言語分布の状況とも矛盾するものではない12)。

11)表6⑳ によると,太平天国以降の時期における広西の住民中,広東人が3割,湖 南人が2割,

 江西人が1割 を占めていた。
12)な お,民 国 『来賓県志』上篇,人 民,「方言」に,

  薄 ・梧・奮林諸属,東 省に接壌すれば,広 州語のみ独り通行す。広州語なるは,嶺南嬉語の ノ
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塚 田 明清時代における漢族移住民 とチェアン(壮,Zhuang)族 との関係

 ところで,広 東出身の移住農民の中に 「客家」系集団を思わせる移住民が少なか ら

ず含まれている事実が注目される。 例えば,潮 州13)・恵州人(⑤ ⑥⑬⑭⑱⑳),嘉 応

州人(⑭ ⑳)で ある。さらに 「陽山県」出身者(③ ④⑦⑨)や 「媛子」(⑩)・ 「岐子」

(「新民」,⑪)・ 「猟人」(⑮)と いう称謂で表現される集団も見出されるが,こ れらに

ついて広東陽山県には客家が少なか らず居住 していた(道 光 『陽山県志』巻二,輿 地

下,「 風俗」)14)ことからすれば,そ れが客家である可能性が指摘される。また,「咬」

について[牧 野 1953:14-15]は,「 客家語では 「我」を 「肢」と呼ぶので(広 東省

の雷州半島では一 筆者補)客 家語を咬話と言う」と指 摘してい る。 ま た 「矯」と

「咬」とは音通(ai)で ある。 さらに表6⑮ に 「猟人は来とも日い,莫 ・愛と呼びあう

習慣があるので又た狡とも日う」という記事がある。 したがって 「猟」ﾘ「 咬」(支

・狡)で あ り,「来人」とともに客家を示すことが明らかである15)。

(iv)

 農民の移住の背景として,ま ず先述の析出地での社会経済的事情が考えられる。加

えて,析 出地での自然災害の発生がそれに拍車をかけた。例えば表6⑤ ⑥に雍正年間,

恵州 ・潮州等の広東沿海地帯での水害により大量の 「磯民」(⑤)・ 「無籍貧民」(⑥)

が発生 し,四 川 ・台湾や広西への移住が行なわれたことが述べられている。

 移住先の広西側の事情についていえば,他 省に比較 して農地開発の面で後進地域で

あり,加 えて飢饅(①),お よび明清交替期や太平天国期をピークとする戦乱 〔例え

ば,明 代中期～末期のチュアン族の蜂起(①), 清初の南明政権の興亡と呉三桂の反

乱(③),さ らに清末の太平軍の興起(麿)〕 により農地荒廃 ・労働力不足の状態がた

＼ 綱なり。桂林官語 は僅かに官署に行なわ るるのみに して,紳 衿の間乃至学塾の生徒 の請 詩読

  書 も亦た皆な広州語な り。謂 う所の桂林官語なるは,即 ち士夫 も亦た未 だ通暁せざるな り。

 とあり,珠 江流域 の薄州府 ・梧州府 ・轡林州では広州語が紳士層や学生にいたるまで広 く通行

 していたが,た だ官庁において はわずかなが ら桂林官話が使用 されてお り,し たが って広東語

 通行地域で も官庁用語 としては官語が使用 されていたことが指摘 される。

13)い わゆる 「潮州人」を指すのではな く潮州府 に住む客家を指す と思われ る。光緒 『嘉応州志』

 巻七,「 方言」 に見える 「客話」地域の中には潮州府下の大哺 ・豊順県が含 まれている(こ の

 2県 は[羅 1933(1975):95-96]で も 「純客住県」 に挙げ られている)。

14)「 陽邑,地 広 くして人稀な り。土著の小民,耕 繋 に怠なれば,凡 そ山場の以て用工 して開墾す

 可 きは,恵 ・嘉(応)等 処の客民 の耕管 して利を獲 るを聴 し,自 らは窮苦 に甘ん じて与 に争 う

 こと無 し。」

  なお,表6⑩ では,こ の陽山人 と 「媛子」(後 述のように客家である)と は言語が異なるとさ

 れてい る。

15)[羅 1933(1975):96-97]に よると,広 西では次の13県 に客家が居住 していた。武宣,馬 平,

 柳城,藤 県,桂 平,平 南,貴 県,博 白,轡 林,陸 川,北 流,賀 県,象 県。なお[劉 〔策奇〕 1925:

 1-2]に よると,客 家は各県の郷村 に散布 しているがその数た るや非常 に少ない,し か しその中

 で馬平,武 宣,柳 城の3県 所属の郷村住民の大半 は客家であるとい う。また,こ れ らのほか,

 地方志か らは三江 ・上林 ・田西 ・崇善 ・思楽 の各県に も客家の分布が 認め られる(な お,[広

 西統計局 〔編〕 1935:163-164]で は,広 西の98県 中31県 に客家語 が通行 して いる)。
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びたび発生 した。以上のほか,統 治権力の側から勧農政策の一環として移住民の入植

が推進されたこと(③ ⑧)も 重要な要因であるといえる。

 以上の検討により,移 住の大勢がほぼ明らかになったが,次 に移住民の広西におけ

る具体的な活動の実態を見ていくこととしたい。

2. 移住民の存在形態

 本章では,移 住民の広西における存在形態について・彼らの生活形態や経済活動乳

技術,お よび地元民との関係等の諸点から検討 したい。

 (1)商 人

 移住商人の存在形態について,(i)地 元商入との関係,(ii)移 住商人の経済活動の

具体的内容の2点 を検討する。

(i)地 元商人との関係

 そもそも広西の土著民は,「但だ耕植を知るのみに して,貿 遷を諸ぜず」(表2⑤ ⑦)

と表現されるように,人 口の大半が専業農民であり,商 業人口はきわめて少数であっ

た。その上,地 元商人は外省出身者に比較 して,資 本や経営の規模の面では格段に劣

勢であった。地元商人と移住商人との相違については,次 の事例が有力な材料となる。

(A)鄭 献甫 『補学軒文集』続巻一, 「貴陽両広会館記」

 嶺南東路,行 頁の者,多 く四方に走る。而 るに嶺南西路,市 に趨 く者,一 邑を出

 ず。故に天下都会の処,皆 嬉東の邸舎有 るも,零 西の邸舎無 し。

(B)光 緒 『修仁県志』,「風俗」

 商は則ち醸酒磨腐もて,背 に負い肩に挑 ぎ,数 十里の間を往来するのみに して,

 他郷に往きて以て利を謀る者鮮 し。

(C)乾 隆 『全州志』巻一,輿 地,「風俗」

 商,全(州)に 大質無 し。凡そ典と行,皆 な之れ無 し。其の寂粟鶏豚酒疏器用の

 属,郷 里の小民,随 処に貿易 し,以 て朝夕を謀るに過ぎず。奇颪を操り,塵 市に

 坐 し舟車を走らす者は,倶 に土著の民に非らず。十絵年来,物 価倍葎 し,客 籍の

 素封にならざるは無 し。近日,海 嵯競販するに,潤 下の利を握 り,華 屋美衣の者
     なら

 又た戸を比べて是れなり。

すなわち,地 元商人の大半は,商 品を 「背に負い肩に挑」いで郷村を巡回 して行商す

る商業形態(B)を とり,し かもおおむね 「郷里の小民」が 「朝夕を謀る」ため従事
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する(C)に すぎず16),そ の商業圏も 「(県内の)数 十里の間」(B)な い し「一邑(県)」

(A)程 度の狭い範囲に限定されており,四 方に赴いて広 く商業を営み随処に 「邸舎」

一会館を設立する広東人と比較すると対照的であった(A) 。 その販売商品も穀物 ・

鶏豚 ・疏菜(C),豆 腐(B),酒(B・C)と いった日用食料品に限られ,利 益の大

きい塩等の販売17)は 「客籍」の手に握られていた(C)。 しかもその行商的経営形態

からすればごく少量の商品を運搬できたのみである。 他方,移 住商人は,「 舟車を走

ら」せて大量輸送を行ない,運 搬した商品を 「塵市」ﾘ県 城内の店舗で高値で販売し

て多大の利益を獲得 し,そ の結果 「素封にならざるは無」 く,「華屋美衣」の者が軒

を連ねるにいたった(C)18》 。 取扱い商品やその市場の相違を考慮すれば,移 住商人

と地元商人とが競合的であったとは,た だちに断定できないが,し か し 「梢や巨きな

商業は多 くは広東の来客がこれを操る」 (表2⑳)と 言われるように,大 規模な商業

は移住民にほぼ独占的に掌握 され,地 元民は 「富戸蓼々」(表2⑳)で 「士衿毎に治生

を以て苦と為 し」(表2⑦),地 元商人も 「0商 に沈迷する」(表2⑳)境 遇に置かれ,

郷村部や交通不便な奥地で零細な行商を営むか,さ らに場合によっては移住商人の傘

下に入 らざるをえなかったように思われる19)。

(ii> 経 済 活 動

 移 住 商 人 の広 西 に お け る活 動 につ いて,ま ず そ の 取 扱商 品 の品 目 と流 通 状 況に つ い

て 検討 しよ う。 取 扱 商 品 につ い て表2に よ る と,① で は 「豪 強 の商 質」 が梧 州 府 で 土

地 の 「里 老 」 と結 託 して木 材 を 「山 を 尽 し」て 採 取 し,筏 に 組 み(珠 江 経 由で 広 東 へ)

移 出 して い る。 ま た,② で は広 西か らは 木 材 と穀 米 とが,広 東 か らは塩 が移 入 され て

16)し か も専業の商人 のみな らず,農 民が秋収後の農 閑期 に兼業す る場合 も多 く見 られ たよ うに

 思われる。この点 について,民 国期の事例であるが,民 国 『平楽県志』巻七,産 業,農 産,「農

 業」 に次 の記事がある。

  農隙 に挑運の小販を兼営 し,各 嘘市 に赴 き貿易する有 り。陰暦八九月及び冬季を以て多 しと

  為 す。

17)後 述するように,広 東商人が広西で買いつ けて広東へ大量に移 出 した穀米 ・木材 も利益の大

 きい商 品といえる。

18)移 住商人 と地元商人 との居住形態 にも相違 が見 られた。すなわ ち移住商人 は府県城 内に(表

 2⑥ ⑧⑫),地 元商人 は郷村に(同 ⑥)居 住 していた。

19)移 住商人 の進出に伴 って,特 に清末か ら民国期において地元商人が市場を求 めてよ り奥地へ

 移 住するような場合 も見 られた。 この点につ いて[広 西壮族 自治区編輯組 〔編〕 1985a:136]

 によると,武 鳴県双橋嘘では広東人のほか,合 浦 ・永淳 ・欽州一帯か ら商人 が到来 し,ま た

 [広西壮族自治区編輯 組 〔編〕 1985b:51]に よ ると,同 県清江郷で は玉林(轡 林)・賓 陽 ・上

 林0帯 か ら,[広 西壮族 自治区編輯組 〔編〕 1985b:.,-85]に よると,上 林県巷賢嘘 では南寧 ・

 賓陽 ・玉 林か ら到来 したとい う。

  また民 国 『永淳県志』巻二,「 風俗」に,沿 江の漁民が,自 製の船艇を操縦 して当地の特 産物

 (甘薦 薯芋,頭 菜,柴 炭)を 輸送す るほか,商 人 に雇 われて塩や陶器を南寧 ・百色 ・龍州へ

 輸送 して販売 し,帰 途に雑貨を持ち帰 った り,ま た当地 か ら穀米 等を貴県 ・梧州へ輸送 してい

 たことが述べ られている。
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いる。さらに④では,珠 江デルタ各県の塩 ・材木商人が梧州城内に店舗を連ねている。

以上か ら,明 代中期～末期には広東から塩が移入され,広 西から木材 ・穀米が移出さ

れる流通状況が見 られ,そ の交易拠点として梧州が繁栄 したことが指摘される。

 清代に入ると,先 述のように広西内陸部への移住が進行するにつれて梧州のみなら

ず他の府治や県治 ・嘘市も交易拠点として繁栄 した。交易品目に関 して,特 に穀米の

輸送は増加の一途をたどり,「東省の民食の大半は給を西省より取 る」(『宮中櫨雍正

朝奏摺』第20輯,広 西巡撫金鋲 「奏報早禾収成分数摺」〈雍正10年8月6日 〉)状況下

に,広 西各地か ら集められた穀米が西江中流の嘘市(表2⑰ の戎嘘,⑱ の永和 ・大宣

嘘等)を 経由して広東へ搬運され,そ の間にあって広東商人が穀米の買い付け ・管理

・輸送 ・販売の過程において活躍 した20)。また,木 材の移出についても穀米同様活況

を呈 し,濫 伐のため供給地が広東に近接する地域から次第に広西西北部へと移り,清

末以降には貴州省との省境地帯が中心となり,柳 州や長安鎮等の柳江沿岸の木材集散

地には広東の材木商人が店舗を連ねるにいたった(表4の 柳州 ・長安の項に 「広東摺」,

広東 「木幕」が見出される。なお,穀 米 ・木材のほか,桂 皮や漢方薬材料 も広西の重

要な輸出商品であった。広東からは塩のほかに,特 に清末にアヘン 〔表2⑳ 〕や輸入

綿糸 〔表2⑭ 〕等が移入された)。

 これらの穀米 ・木材商人のうち,大 規模なものの大半は広東人であり,非 漢民族を

含む地元民はその供給者であるか,も しくは輸送の際の労働力を提供するにすぎなか

ったようである。例えば,チ ュアン族を含む地元農民(特 に西江 ・桂江沿岸の住民)

は移住商人に穀米を供給 したが,こ の点について,康 煕年間の平楽県の事例を挙げる

と,「外来の遊棍」(おそらく広東の米穀商人を指すものと思われる)が 「本地の好徒」

と結託して春の耕種の際に農民に対 して銀銭の前貸しを行なった。そ して秋収時に穀

米を買い付けて屯積 し,米 価の変動を見て輸送 し,利 益を独占していた。このため,

新米が出回る頃には(米 価が高騰 し)民 家には炊事の煙も上らないというありさまで

あった。農民は,貧 困なるがゆえに目前の利益に動かされて耕種のときに銀銭を借 り,

したがって秋収時に穀米を手放 し,そ して騰貴 した穀米を購入 して翌春まで食いつな

がざるをえなかった。それは 「自分の身体の肉を剖って瘡を治療する」行為にも似て・

結果的にはよりいっそうの貧困状態に陥っていくことに なったという[康 煕 『平楽県

志』巻六,物 産,(康 煕48-57年 頃の知県)黄 大成の言](後 述するように類似の事例

はチュアン族のもとにも見られる)。また木材輸送について,民 国期の事例であるが・

20)広 西 米 の広 東 へ の移 出(「 西米 東 運」)の 状 況 に つ い て はJ[安 部 1957:120-213]・[西 川

 1978:155-158],さ らに そ の制 度 的運 営 に つ いて は[稲 田 1986a:90-105]が 参 考 とな る。
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[劉 〔錫藩〕　1934:124-125,255]に よると,貴 州省との省境地帯および貴州省に杉

が多 く産出したが,育 樹するのはミャオ(苗)族 ・ヤオ(瑠)族 ・トン(伺)族 であ

り,特 に ミャオ族は育樹 ・伐採を行なうほか,さ らに産地から柳州まで筏で運搬 した。

苗山の土地の9割 が漢族商人(柳 江沿岸の融県々城 ・長安鎮 ・古宜鎮等の地に居住す

る広東商人)の 所有となっており,木 材の利益はもっぱら商人の手中に帰 し,ミ ャオ

族はわずかな工賃を得るのみであったという21)。

　なお,移 住商人の中でも,湖 南 ・江西人は広東人 と比較すると小規模であったよう

である。その取扱商品も 「鶏魚羊藪之類」　(表2⑥)や 「蘇木 ・鉄條等」　(表2⑫ 。

この場合,広 西か らは棉花 ・白糖等が移出)の 日用食料品や雑貨にすぎなかった(な

お,表2の ⑳では鉄製品が商品とされているが,先 述のごとく鉄鍛冶を含む移住工匠

には湖南人が多かったことを考慮すれば,鉄 器の製造 ・販売において湖南人が果た し

た役割の大 きさが窺われよう)。 この点について表2⑳ には,経 営規模において広東

人が最大であり,次 いで湖南 ・江西人,さ らに本県および広西の他県人の順とされて

いる。また,民 国 『象県志』巻二,人 口,「人口之移動」には,商 業形態に関 して,広

東人が商店経営,湖 南人が行商(と 「労工」)と いう明確な分類がなされている22》。

かくて,全 体としては広西が後に 「零人(広 東人)の 殖民市場と言っても過言でない」

[千 ・韓 ・呉1936:20]と さえ言われるようになっていったのである。

　以上の検討から,資 本の上で勝る移住商人,と りわけ広東入が穀米 ・材木を中心と

する商業活動を行ない,地 元商人を凌駕 して利益を独占的に掌握するとともに,広 西

の経済権を掌握 したことが指摘されるであろう23)。

　(2)工 匠

　先の表5③ ④によると,湖 南から来住 した工匠は移住先では一個所に定住せず各地

を巡回 して注文に応 じて営業を行なう生活形態であった。その理由として,概 して零

細経営であったことが挙げられるが,し か し広西の地元民には鉄鍛冶や石工の,さ ら

21)こ の点 について路偉良 も,融 江 ・椿江沿岸の杉木 の産地 では漢族 「山主」がその所有権を持

　 ち,ヤ オ族や ミャオ族は山主 か ら借金を して杉 の植林を行な う 「山丁」の境遇 に置かれていた

　 ことを報 告 している[路 　 1944:36-39]。

22)「広東 ・湖南及び本省の薄(州)・ 梧(州)・ 響(林)の 各地よ り象境 に移入す る者,則 ち近数

　十年来 日に日に増多せるを見ゆ。其 の広東より来 る者,大 都商業を経営 し湖南 より来る者,多

　数 は肩挑 の小販た りて,絵 は皆労工の輩なり。」なお,先 述のよ うに,湖 南人 はどちらか とい

　 えば手工業 の方面に卓越 して いた。

23)な お,移 住商人はまた,高 利貸を行ない,さ らには資本を土地 に投下 し土地集積を も行な っ

　 た。[西川　 1978:1"-153]は,こ のような商人(広 東商人)の 典型であ る貴県林氏 について,

　 その系譜 ・興隆 の過程 ・活動の実態 を分析 し,米 の投機的売買を通 じて蓄財 し,商 人 ・地主 ・

　 高利貸 と して三位一体的発展を遂げ,さ らに郷紳 と して権力 とも結びついてい った過程を 明 ら

　 かに してい る。
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には室内調度品などを製造する技術が欠如 しているか,も しくは技術水準が低段階に

あったと思われ,し たがって外来の工匠に対する需要は高か ったようである。表5の

③には地元民が工匠に発注 しようとしても(定 居 していないので)す ぐには対応 しき

れないことが指摘 されているが,こ の点について民国 『全県志』第二編 社会,「風

俗」に次の記事がある。

工は惟だ泥水匠のみ頗る多 く,陶 工 ・縫工,土 著の者,間 々之れ有り。木工 ・石

工 ・冶工に至りては,則 ち土著に幾ぼ入無 し。室を作り器を製るに,必 ず永 ・宝

等の処より来 る流寓の者に籍る。近来興造繁ければ,多 くは値を索むること昔に

数十倍たり。又た,城 郷に伝食 し,そ の居を常にせざれば,急 に催うも往々に し

て応手する能わず。其の催に応ずる者 も亦た多く作態 し要挟すれば,主 人須 らく

奉ずること上賓の如 くすべ し。 (中略)故 に湘省工人の全に来る者は,幾 ぼ市鎮

郷村に遍 きかな。

すなわち,民 国期の全県においても鉄鍛冶や木工 ・石工はもっぱら湖南(永 州 ・宝慶

府出身)か らの移住民に依存 していたが,彼 等はやはり定住 しなかったので火急の注

文には応 じきれなかった。また,応 注 した場合でも高額の工賃を要求 し,さ らに雇主

を脅迫 して待遇の向上を企図 したので,雇 主は彼 らを賓客同様に待遇する必要があっ

た24)(か くて湖南人工匠が都市 ・農村を問わず県内各地に広範に分布することとなっ

たという)。

 なお,注 意 したいのは,工 匠が同時にチュアン族を含む地元民に技術を伝える役割

をも果たした点である。例えば,表5⑦ によると,宜 山県では19世紀半頃に湖南から

鉄匠が到来 して営業するとともに,地 元のチュアン族を徒弟として雇用 し,鉄 鍛冶の

技術を伝えた(た だ し翠先などの製品の品質について言えば,湖 南人の製造 したもの

のほうが比較的優れていた し,ま た チュアン族の鉄匠は農民の兼業にす ぎ なかった

[広西壮族自治区編輯組〔編〕 1986:11,35-42])。

 以上のように,比 較的高水準の技術を持つ外来(特 に湖南)の 工匠が広西で活動を

行ない,鉄 鍛冶や石工等の需要をほぼ一手に担い,ま た技術の伝播者 として も一定の

作用を果たしたが,し か しおおむね零細規模であったため移住先の経済権を握るまで

24)[路 19ﾘ:44]に よると,鉄 匠は山地 のヤオ族 ・ミャオ族地区では司祭者たる 「師公」 と同

 等の地位に置かれ尊敬の対象とされた。なお,鉄 匠は材料(生 鉄)を 山麓の市場で仕入れ,5,

 6人 の徒弟を帯同 して入山 した。山中の比較的人 口の多い地点 に小規模な作坊を開設 して本拠

 とし,そ こか らさ らに遠距離の村落へ行 く場合には村 はずれに粗末な小屋を建て営業を行ない,

 3,4年 後に再 び元 の作坊へ戻 った。
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に は い た らな か った よ うに 思 わ れ る25)。

(3)農 民

 先述のように清代を通じて広東(客 家を含む)・ 湖南等から農民の移住が行なわれ

たがr農 業開発の面で後進地域であった広西では入植 した移住民が土地を獲得するこ

とのできる可能性が他省に比較 して高かった。加えて,移 住農民は地元農民よりも先

進的な農業技術を持ち,そ れにより高収益を挙げることができたと思われる。

 地元民と移住民との農業技術の相違について,ま ず雍正2年[1724]閏4月17日 に

広西巡撫韓良輔が行なった次の奏摺 「奏陳塔西招篠墾闘管見摺」から地元民の農業の

主要な欠点を把握することができる(「宮中椹雍正朝奏摺』第2輯)。

臣査するに,零 西は土暖入稀に して,一 望するに皆な深篁密菩たり。 (中略)柳

(州)よ り桂(林)に 達する沿途,見(現)に 棄地頗る多 し。其の故を細さに思

うに,大 抵,六 有り。山鉛険峻にして,猫 撞雑処す。其の間,墾 する所の田,村

庄と穂や遠く,便 ち成熟の後,人 に盗割され工費を徒らに労するを慮 る。一なり。

民の性,撲 愚なれば,但 だ濱江及び山水の自然の利を取るのみに して,破 渠塘堰

もて蓄洩に資す可きを知らず。二なり。高卑の雑糧に宜 しき所の種を得ず。三な

り。各省の深耕易褥の法を識らず。四なり。

すなわち・貯水池やク リーク・堰堤を構築 して取水する灌瀧方式が普及せず,し たが

って耕地はもっぱ ら河川沿岸に造成 され,河 流から遠距離の取水に不便な場所の農地

開発が進行 していない(記 事の第2点)。 高地でしか も土壌が瘡せている所での雑穀

の栽培が進行 していない(第3点)。 深耕の方法を知らない(第4点)。 これらの点と

労働力不足等の要素があいまって農地開発の進行における制約条件となり,「見渡す

限り叢林が広がり,耕 地化されずに放置されている土地が非常に多い」様相を呈 した

ように思われる26)。上記の技術水準に基づく農田経営は清末に至るまで広西で見られ

たようであり,光 緒 『貴県志』巻五,紀 人,「風俗」にも次のように記されている。

  農は三時に力め,穀 は両造を収む。秩既に田に入るや,上 農ば慰ること二次,惰

25)な お,広 西 における農村手工業 について,[西 川 1978:153-167ユ によると,広 西は広東の

 ヒンター ランドとして位 置づけられ,食 料と手工業原料 の供給地,広 東の手工業製品 ・塩の購

 入地 とされ たため,農 村手工業 の発展が抑え られることとな った。
26)さ らに,広 西の農 業の問題点 と して他 の史料には,糞 田の技術を持たないために2,3年 た

 つ と地味が衰え耕地 を 替えざるをえない ことが 指摘されセ いる(李 綾 『穆堂初藁』 〈雍正10年

 序〉巻三八,「 條陳広西墾荒事宜疏」)。また,水 田の裏作 に雑糧を栽培 しない理 由として,毎 年秋
収の終了後,家 畜を田野に放 し飼いをす る習慣 が 挙げられて いる(『宮中櫨雍正朝奏摺』

 第7輯,韓 良輔 「奏報米価摺」〈雍正5年1月6日 〉)。
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農は一次たり。溝油破池の水旱に備うる無 く,十 日雨ふ らざれば,
  ながあめ           おおみず

十日窪雨なれば,則 ち澄水もて災と成る。

田則ち亀堺 し,

すなわち,珠 江沿岸薄江平原の穀倉地帯に属 し水稲二期作が実施された貴県において

でさえ,水 害 ・干害に備える貯水池やク リークが普及せず,そ のため10日 も降水を見

なければ田地に亀裂が生 じ,逆 に10日 も連続 して降雨すればたちどころに洪水が発生

して しまうというほど天候の影響を直接的に被りがちな状態であった。他方,当 地の

移住民の農業技術について,こ の続文には次のように語 られている。

惟だ,潮 ・恵 ・嘉民の貴に籍する者のみ,頗 る水利を講 じ,破 池を築き,曉 瘡を

化 して膏膜 と為す。其の人,兼 ねて勤苦に耐え,朧 に棄地無 く,膣 に宿草無く,

一望 して彼の田業為るを知るなり。下種両造は土人と同じ。

潮州 ・恵州 ・嘉応州からの移住民(お そらく客家)は,灌 概施設の整備や農地の保全

に尽力 し,そ の田土には棄地はおろか雑草さえ見当たらなかったので,一 瞥 してそれ

が彼 らの田土であることが判別できたという。生産力の点でも,表6⑮ に見えるよう

に 「独人」一 「客家」の田土は他者が経営するものに比較すると倍以上もの収穫量が

あった(こ のため地元民の地主がこぞって客家に土地を小 作 させようと願ったと い

う)。 加えて,表6に よると,移 住民は大豆(⑩ ⑯),麦(⑩),ト ウモロコシ・サツ

マイモ(⑯)等 の雑穀 ・根栽作物やタバコ ・油蘇(⑩),甘 蕪(⑯),落 花生 ・芝麻(⑫)

・藍(⑳)等 の商品作物を栽培する点においても地元民の水稲耕作に一元的に依存す

る経営方式よりは安定 しており27),ま た水利に不便な山谷高原(⑫)や 人跡未到の深

山(⑰)等,条 件が比較的劣悪な土地への進出も可能となった28)。

 さらに,先 の貴県の記事にも窺われるが,故 郷を離れて安住の地を希求する移住民

は旺盛な勤労意欲を抱いていた。(民 国期の史料ながら)民 国 『象県志』巻二,人 口,

「人口之移動」には,こ の点をも含む移住農民の実態を伝える記事が見出される。

27)表6⑫ によると地元の古老でさえ も雑穀 の種類を竣別することがで きなか ったという。なお,

表の③⑩⑳では雑穀栽培農民 はいずれも客家ない し客家的集団であ る(⑨ では彼 らが焼畑耕作

 を営んでい る)こ とが注意を惹 く。[行政院農村復興委員会 〔編〕 1935:100]に は,客 家が来

 住の当初はなん らの財産をも持たず,荒 山に雑糧を栽培 して食糧 としたが,生 活が安定 した後

 には桐 ・茶等の商 品作物を植えて利益を求め るようにな り,か くして数年後には土地 の購入が

 可能 なほどの財産を成 し,地 元民の田土を買い集めて い くこととな ったと述べ られている。

28)光 緒 『永安州志』,地志,「気候」に,

 永安,山 哨大半 に居 り,古 くは療区と為す。近世以来,土 漸 く開墾され,人 亦 た客民の来 り

 て佃耕す るもの多 く,或 は棚を結び群を成す。痒亦た稀な り。

 とあ り,移 住民による山地の開墾の進行 に伴い,療 気(華 南 の山川 に生 じる毒気)が 消滅 して

 いったとい う。
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                   さがしもとめ

  (移住民が)因 りて象に来 りて工作を尋覚 し,此 の地謀生に易か らんと感じ覚え
       かぞく

  れば,遂 に家小を井せて遷来 し,留 まりて去らず。且つ此の輩,象 に居りて,往

  々に して数年の後,即 ち小康之家と成る。蓋 し,其 の男婦老少,勤 労に習たり,

  一人一日の工作,土 人の数 日の工作に適る可し。農に務める者,収 穫の後に於て,

  則ち塘を控り,池 を凌う。終歳の間,片 刻も休暇有らしめず。昔に在 りては多く

  の処,荒 瘡の高地と号称するも,目 今已に旱災を虞れざるの水田と成るは,則 ち

  皆な此の輩の為す所なり。

すなわち移住農民は当初は単身で到来 したが,当 地で生計を立てる見当がつき次第,

故郷か ら家族を迎えて定住した29)。彼 らは 「一年中片刻も休まず」労働 し,秋 収の後

も灌概施設の整備に努めた(他 方,光 緒 『横州志』巻二,「 風俗」によると,地 元民

の慣習として秋収後翌春まで農具を手に しなかったという)30)。 その1日 の仕事量は

地元民の数日分に相当した。か くて移住民は,荒 瘡の高地を旱害の危険性の無い水田

に変えてゆき,数 年後には一定の財富を成 し 「小康之家」へと経済的上昇を遂げるに

いたったという。 さらに民国 『柳城県志』巻四,民 事,民 族,「客家人」にも,客 家

農民は19紀後半,広 東での 「土客闘争」に敗れて来住 したが,当 初の雇農 ・佃農 とい

う社会階層の底辺から出発 して,や がて土地を獲得 し自作農となり,さ らには大地主

になり,市 場町や沿岸平野に住居を構え,地 元の経済権を掌握するにいたったことが

指摘されている[塚 田 1989b:36-37]。 もとより,こ れらの記事は清末～民国期の

情況を伝えるものであり,ま た統治階層の側からの,移 住民と地元民との生活形態を

同一平面上で比較 し,そ れぞれの社会的文脈における価値の相違を捨象 した見方では

あるが・ しかし少なくともここから移住農民の特性が窺われるとともに,柳 城県では

客家が成功者として階層的上昇を実現したことが語られている点で注意を惹 く。

 客家の存在形態について,表6⑬ ⑭には 「故土を離れても郷音を変えない」 こと,

同郷出身者だけで村落を形成 し,(地 元の)村 民とは隣居せず,た めに3,5家 で1

村・極端な場合には1家 で1村 を構成 していたことが記述 されている。また⑮では,

孤立的村落を形成 しなが らも客家の間では 「族党の誼」が強く,有 事の際には 「一呼

29)こ のほかにもさまざまな移住の形態が見られた。表6⑥ では,単 身で来住し数年後に成功し

 て一定の貯えができた後,財 貨を携えて帰郷し故郷に錦を飾る者と,一旦は帰郷するが,家 族
 を同伴して再び移住先に戻り定住する者との2つ の形態が挙げられている(こ こでは省略した

 が,こ の続文にはさらに,移 住先で成功を収めた縁故を頼って行く場合をも窺わしめる記事が
 ある)。また,表6③ は家族のレベルを越える集団で来住し,「陽山村」なる村落が形成されて

 いる(こ の③や⑦は流民的な側面を持ち,⑦ では統治権力の側からその移動性の高さを連想さ 
せる 「浪」なる称謂で類別されており,また彼らは往 群々盗化したことが窺われる)。

30)村 郷,地 僻俗撲にして,砥 だ耕種を知るのみ。秋収より後春耕に至りて始めて黎鋤を荷う。
 故に田に稲多しと錐も,家に鯨積無し。
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すれば百諾 し」,各 々武器を手に集結 したという(そ して地元民との間に械闘が生 じ

た)31)。 これ らはいずれも貴県の事例であるが,こ こか ら客家が移住先において共通

の言語に基づ く連帯意識を持ち,地 元民とは一定の社会的距離を置いていたことが窺

われる。 とはいえ,注 意 したいのは彼 らの移住先における適応方式が必ずしも一様で

はなかったように思われる点である。すなわち,入 植地の社会 ・経済的条件や地元民

との勢力関係によっては客家の適応方式にも相違が生 じた。清末道光年間までにすで

に広東商人が多 く進出して根を下 し(彼 らと地元郷紳層が中心となって郷村支配体制

を築いた)珠 江流域,特 に薄州府を中心とする経済的先進地帯で,し かも(拝 上帝会

を軸として)客 家が地元民にとって脅威となるほどの勢力となった地域では,客 家は

地元民から 「来人」という範疇に分類された。おそらく地元社会に同化せずに対抗 し

た客家 も少なくなかったであろう。他方,そ の勢力の小 さい信宜県では,客 家は家庭

では客家語を,市 場では土地の言葉を使用するという2言 語併用の形をとり,(心 理

的側面が不明であるが)表 面上は地元社会に同化 したように見える32}。さらに,先 の

柳城県のように,相 対的後進地帯(し かも広東商人がさほど大勢力でない)地 域では,

客家が地元社会に同化 したとはいえない33)が,し かし清末から民国期において大地主

・大商人化 して地元の経済権を掌握 していき,「郷村人口の大半を占める」([劉〔策奇〕

1925:1-2])と 言われるほど多数派集団となってい く過程において,地 元民の側には

少な くとも客家を排斥するだけの政治経済的力量が不足 していたように思われる。こ

のような生態 ・社会的条件の地域的相違は,客 家34)を含む移住民と地元民との関係の

31)ま た表6⑨ には,客 家的集団である陽山県出身の 「浪」が 「百世不変」の言語 を保持 し,「自

 ら一 類と為 し」,「別種の人」 と通婚を行なわないことが指摘 されている。

32)民 国 『信都県志』巻二,社 会,「方言」

  端南市外,恵 ・潮 ・嘉の客人有 り。其の家に在 りて家人 と談語するに,常 に客声 を操る。土

 人 多 く相い通ぜず。其の市 に出るに亦た本土の音を操る。日久 しうして幾ぽ其 の客人たるを

  知 らざるな り。

 なお,表6⑳ に も移民が入植後3,4代 経過 し,も しくは数十年間地元民 と往来すれば土著 と

 異なるところがないが,た だ しあ くまで郷音を変 えなければ地元民か らは依然 「客」 として見

 徹 されると述べ られてお り,移 住民の地元民社会への適応度の基準 として言語 が重要 な意義を

 果た して いた ことが窺われる。

33)柳 城県 において客家 は,「聚族」 して居住 し客家語 を話すな ど,客 家の特徴を変 えていない

 (民国 『柳城県志』巻四)。

34)な お,そ の閉鎖性 において客家 と類似す るものに 「薦園人」・「山湖広」が挙げ られる。蕪園

 人 については後述するが,山 湖広 について[黎 1982:167]に よると,南 明政権 の永暦帝の武

 将李定国の部下が広西西北部 の2,30も の県 の山地 に流散 し,「耕 山種地」を業 としたが,彼 ら

 の大部分が湖広人であ ったため 「山湖広」 と呼ばれ たとい う([劉 〔錫藩〕1934:234]に よ る

 と「山湖広」は元明の間 に湖 広から来 住 し東蘭 ・鳳山 ・凌雲一帯の地の山地に散居 した という)。

 その移住の時期 に関 して は意見 が分かれて おり,そ の分布範囲(果 た して2,30も の県に及んだ

 のか)や 李定国 との関係(果 た して実際にその部下であ ったのか)等 について も不明であ るが,

 しか し若干の資料には関係する記事が散見 される。例えば民国 『田西県志』第三編,社 会,「 方/

 言」 に次の記事がある。
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みならず,チ ュアン族と移住民との関係においても反映されたであろう。先述のよう

に,広 東商人が経済権を掌握 した珠江沿岸平野,特 に薄州府を中心とする東南部と客

家がかなりの勢力を有 した中部(柳 城県)と では移住民とチュアン族との関係のあり

方に相違が生 じたであろうし,さ らにこれ らの地域のほか,移 住農民の清代 中期以降

における由地への進出を考慮すれば山間部の場合も看過できない。 これ らについては

次章であ らためて,1.広 西東南部平野,2.広 西北部山地,3.広 西中部の順に検討 しよ

う 。

11.移 住 民 とチ ュア ン族 との 関係

 本章では移住民とチュアン族との関係の実態を検討するが,チ ュアン族居住地の地

域的差異を考慮 し,居 住地の生態的環境,農 地開発の進行や地主制の発達 ・商品経済

の浸透の度合,チ ュアン族と漢族との人口比率の諸点を基準として,チ ュアン族の居

住地を(1)広 西東南部 ・珠江流域,(2)広 西北部龍勝庁付近,(3) 1と2と の中間的

地域,柳 城県 ・宜山県の3地 区に類別 した上で検討を進めたい。

＼ 其の外来の民,多 く官語 を操 る。初めは則ち漢土雑居 し,漢 人較や少 な く土人較や多 し。故

  に土語 に習染 して浸や久 しくして同化 して土人 と為るな り。其の山筒に居 る者,湖 広人た り。

  聚 族 して居 り,土 族の同化を受けず。猶お能 く其 の因有の習性を保守す。

 すなわち,(湖 広人以外の)移 住民は,来 住 してか ら 「土人」(す なわちチュアン族)の 影響を

 受け土人 に同化 したが,湖 広人 は聚居 し土人 に文化 的に同化せず 固有の習俗を堅持 したとい う。

 また,[劉 〔錫藩〕 1934:253]に よ ると,成 豊～同治年間以前 において土人 の攻撃 を受けたが,

 湖広入は境界観念が強 く土人の団練 に対抗 して 自ら団練を組織 し相 い譲 らなかった(た だ し最

 近 は 「融合 して間が無 い」よ うにな った)と いう 。

  なお,客 家的集団 として注 目され る 「浪」 について,そ もそ も 「浪賊」の名称 自体 はすでに

 明末に広東陽春県等の地 に見出され(嘉 靖 『広東通志』巻六七,外 志,夷 情 中,商 猿,肇 慶府),

 また広西において も万暦年間にはその名が見 出される(万 暦 『広西通志』巻三十,戦 功善後事

 宜,塔 渓県)。 しか し清代中期以降になると,管 見の限 りでは,こ の名称は史料か らは姿を消

 す(お そ ら く 」遊匪」・「土匪」 とい った一般的名称 によ って表現 され るよ うにな る)。 したが

 って 「浪」 とは,明 末～ 清代 中期にかけて もっぱ ら使用された称謂であるよ うに思われる。な

 お,表6⑦ では,「 陽山県人」が湖南 ・ベ トナムか らの移住民 とともに 「浪」 と称され,統 治

 権 力により招撫 を受けた ものが 「浪民」,そ れを拒否 し群盗化 したものが 「浪賊」 と言われて

 お り,さ らにその外貌や行動様式がヤオ族やチュアン族 と比較 されて いる。 この点 について,

 表6の ⑦⑨では浪 が 「諸蛮志」の項 目に組み入れ られている し,ま た,民 国 『懐集県志』巻十,

 雑事,「 猫狸」には 「今,桂(林)・ 平(楽)二 府,深 山種地 の猫を呼びて 陽山人 と日う。柳州

 亦た然 れ り」 とあ り,生 活形態の上で陽山人 とヤオ族 とが近接 していたがために両者 が混同さ

 れている(表6の ⑨で も 「浪 」は山地で焼畑耕作に従事 し,「 居 に定所無 く,土 瘡れば即ちに

 去 る」 と言われている)。 以上よ り,そ の流動性 の高 さと,時 に群盗的な行為を行な ったがた

 めに 「浪」は往 々,統 治権力の側 か ら非漢民族的存在 と見な されて いた ことが判明するととも

 に,移 住民 の中にはこのよ うな反社会的な行為を行なう者 もまた,存 在 していた ことが指摘さ

 れ るであろう。
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1. 広西東南部 ・珠江流域

 広西東南部の珠江流域およびその支流の桂江沿岸の平野,特 に梧州 ・薄州 ・平楽府

は相対的に経済的先進地帯であった。そこでは人口密度が高く(お そらく漢族のほう

が多い),農 地開墾が進行 し耕地面積の比率が高 く・ 農民中に占める地主の比率が高

く35),移住民も早期に到来 した。それに伴い階層 ・集団間の矛盾 ・対立が顕著に見 ら

れ,そ して19世紀半には 「土客械闘」,さ らに太平天国運動の興起へといたったので

ある。このような状況下にチュアン族と移住民との間にいかなる社会関係が見られた

のであろうか。

 まず,チ ュアン族と移住商人 との間の経済的関係がつとに発生 していたことに注意

する必要がある。この点について筆者はすでに,清 初康煕年間に広東商人が(商 品の

販路の開拓 ・拡大を企図 して)チ ュアン族の寡婦のもとに婿入りした事例を紹介 した

[塚田 1989a:60-61]。 次いで雍正年間になると,『宮中櫨雍正朝奏摺』第11輯,広

西巡撫郭鋲 「奏陳開採砿砂摺」〈雍正6年8月24日 〉に,商 人とチュアン族 ・ヤオ族

との関係が地主一佃戸,な い し塩商一竈戸関係に比喩されている記事が見出され36),

両者の密接な関係を窺わ しめる。さらに乾隆年間には,『宮中椹乾隆朝奏摺』第5輯 ・

広西巡撫李錫泰 「奏請厳販客放青之例,並 縦容失察処分,以 重民食摺」〈乾隆18年7

月4日 〉に,チ ュアン族と商人との具体的関係を伝える次の記事が見出される。

窮かに惟 うに,鯉 西各属の地方,原 より米穀を出産するの区に係る。毎年東省に

35)農 地開発の進行 の度合 について[広 西統計局 〔編〕 1933:172]に,潟 江(西 江)・撫河(桂江)

 流域の一部の,可 耕地がほとん ど開発 された地域以外では,大 部分の土地 は荒地で あると述べ 

られて いる。この記事はやや誇張の感があるが,し か し少な くとも東南部一帯での農業開発が

 他地域 にさきがけて進行 したことが指摘で きるであろう。なお,人 口密度や自作農 と地主 との 

農民中に占める比率 について,[行 政院農村復興委員会 〔編〕 1935:38-47]に よると,蒼 梧県

 について,lkm2当 た りの人 口密度 は107人(柳 州では49人),農 民中の佃農戸数 の比率30.8ｰ0

 (柳州で は7.6%),自 作農の戸数の比率42・8%(柳 州で は73・4ｰ0),自 給可能な者の比率27・9% 

(柳州で は45.1ｰ0)と な って いる。 これ らの数値自体,資 料 によ ってかなり相違 が見 られ(例 

えば[醇 ・劉 1934:57-74]で は 「蒼梧道」 における佃農の比率が57・9%,自 作農 の比率が21

 00,「柳江道」では各 々9.6ｰ0,59.3ｰ0と な っている),全 幅の信頼を置 くのは危 険であるが・ 

しか し自作農の比率 が蒼梧において低 く,柳 州において高 く,他 方,地 主の比率 が蒼梧 におい

 て高 く,柳 州 において低い,と い う点については一応の判断の材料 となるであろ う。

36)0。 嬉西 の地,猫 獲を雑え,言 語同 じか らず,性 情 も亦た異な るを以て,経 官 ・雇覧せん と
              すす

  する も,必 ず多 く疑い畏れて前 まず。惟だ商人のみ,貿 遷に習 い,0切 皆な熟悉すると ころ・  

田主の佃戸 に於けるが如 く,塩 商の竈丁に於けるが如 し。彼此相い須むれ ば,則 ち呼応 して
   あきらか                                    0

  必ず霊な らん。 

この記事は,従 来統治権 力によ って封禁 されて きた鉱 山を開採す るに当た って,そ れを官営 と

 せず に商人に運営 させる趣 旨の建議 の一部であり,ま た商人 とチュア ン族との具体的関係が記 

されていない点で取扱いには注意を要するが,し か し少な くとも統治権 力の側の この認識が現

 実に両者の関係が密接であ ったことの反映で あると捉 えることは許 されるであ ろう。
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運済すること百十万石を下らず。禁遇する無きにより,本 地の民食,傍 りて有絵

に属 し,市 価素より平減を称す。乃ち近年以来,米 価較や貴 し。臣細 さに訪察を

加うるに・縁 りて一種の外来の好商有り,禾 稼尚お未だ登場せず青苗田に在るの

時に於て・潜かに土苗の村塞に入る。意を盤剥に刻 し,議 して秋成に穀を還すを

定め,名 づけて放青と日う。銀一両毎に議 して穀五六百勧を還 さしめ,計 毎石0

銭六七分より二銭に至 りて止むに過ぎず。甚だしきに至りては,布 線等の物を以

て価を擾 し銀に算す。秋成に至 りて村に沿いて索収 し,船 載 して帰る。凡そ産穀

の州県,此 等の好商の収販を被ること数千石より数万石に至るまで等 しからず。

圃積 して価の貴なるに至りて而る後 出羅す。米価の昂貴,半 ば此に由る。愚民に

在りては,祇 だ暫 く一時の用に応ずるを知るのみに して,且 つ原と無き現銀の貨

を貧るは,潟 に因りて鶴を飲むに して,何 ぞ其の毒を計 らんや。穀を償還せ る後

に至るに及び,鯨 穀幾も無 く,0歳 の口食に敷ねからず。勢い必ず反って貴米を

買い,更 に拮据を加う。明春に至りて又た,若 輩に向かいて穀価を預領せざるを

得ず,年 復た一年,盤 剥せらるるの苦を長ず。好商に在りては銀を放ちて穀を収

め,期 たるや半載に及ばず して即ち利を獲 ること数倍たり,又 た加うるに圃積を

以て居奇 し,厭 かず休まず,常 に不耕の利を享 く。

すなわち,乾 隆18年[1753]当 時,広 西か ら広東へ向けて毎年数十～百 万石 の米 が

(広東の住民の食糧として)搬 出されていたが,こ れに注目した 「外来の好商」が稲

がまだ青苗である時期に広西の 「土苗」の村落に到来 し,彼 らと 「議」 して,「放青」,

すなわち秋の収穫時に 「穀」(籾付 き米)で 返還する条件で 銀を貸 し付けて預買を行

なっていた・「好商」は1石 につき1銭6,7分 ～2銭 の換 算額で穀米を買い付けた

(これは当時の米価相場から見てかなり廉i価であり37),そ の上,銀 の代わりに布糸等

の現物をもって・ しかもその換算価格を不当につり上げて与える場合 さえ見 られた)。

そ して・秋収期になると幾つ もの村落を巡回 して穀米を 「索収」 し,船 に満載 して広

東へ帰 り,さ らに 「圃積」 して米価の騰貴を待って売 り出した。「愚民」一 「土苗」は

0時 の急場を凌 ぐために青田買いに応じて現銀を得たものの
,そ れはあたか も 「喉の

潟きを鵯毒で癒すが如き」行為に等 しく,秋 に穀米を償還 した後には 「土苗」の手元

37)乾 隆18年 の広西におけ る米穀 の価格について,『 宮 中櫨乾隆朝奏摺 』第6輯,李 錫泰 「奏報

 雨水米価晩禾情形摺」〈乾隆18年8月17日 〉 に,「 中米」 の精 白米につ いて 倉石1石 当たり8銭

 か ら1両7銭8分 であ った ことが述べ られている。当時 の穀(籾 付米)価 が米(精 白米)価 の

 ほぼ半 額で ある (同書第7輯,李 錫泰 「奏為酌定 蜷西 出羅倉設之 成 規 摺」 〈乾隆19年3月6

 日〉によると,毎 米1石 の市価 が1両1銭 で毎穀1石 の市価が5銭5分 であ る)こ とか らすれ

 ば,穀1石 当たり4銭 ～8銭9分 とな り,こ の記事に見 える 「好商」の 「土 苗」 から の買 値

 (1銭6,7分 ～2銭)の ほぼ2～4倍 の価格となる。
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には食いつな ぐに足 る量の米が残らなくな り,い きおい騰貴 した米をあらためて購入

して食糧に充当せざるをえなくなった。その結果,ま すます困窮するようにな り,か

くて翌春には再びかの商人か ら前借 りせざるをえなくなり,商 人のいっそうの 「盤剥」

を受けることとなった。 他方,「 好商」は青田買いから穀米回収までのわずか半年未

満の期間に,正 常な米売買で得ることのできる額の数倍もの利益を収め,加 えて米価

の高騰時に買い占めた米を販売 して 「不耕の利」を 享受した。 ここで上記の記 事の

「外来の好商」 ・「土苗」の実体が問題となるが,前 者はその活動の背景として広西

から広東への米穀の流通が記事の中に指摘されていることから,広 東商人を指す可能

性が高い。そしてその活動の舞i台は,先 述の広東商人の勢力範囲ならびに,記 事中に

商人が大量の穀米を水運を利用して輸送 したことが指摘されていることか らすれば,

珠江ないしその支流の沿岸,も しくはそこからさほど遠距離でない地点の平地である

ことが容易に想定される。後者の 「苗」なる称謂からはミャオ(苗)族 が連想される

が,し かし当時の広西の平野部には ミャオ族は分布 しておらず,そ こに居住する非漢

民族は主にチュアン族である。また,そ もそも 「苗」がミャオ族のみならず非漢民族

を指す汎称として使用される場合 も少なくない38)。したがって,こ の 「土苗」とはチ

ュアン族を指すことはほとんど疑義を容れないであろう。そうだとすれば,こ の記事

は,乾 隆年間においてチュアン族のもとに広東商人を媒介とする商品経済の波及が見

られ,そ して穀米の売買を通 じてチュアン族は広東商人の経済的支配下に位置づけら

れつつあったことを物語るものということができる。そして,こ のような穀米預買は

漢族農民のもとに も見られた(前 掲 ・康煕 『平楽県志』)ことか らすれば,東 南部平野

では一般に民族の別を問わず農民が移住商人に経済的に従属 してい く傾向にあったよ

うに思われる。清代中期以降の移住商人とチュアン族との関係については記事は少な

いが,し かし道光～同治年間の桂平県のチュアン族のもとには 「移住民に対 しては広

東語を話 し,同 類の間ではチュアン語を話す」(民 国 『桂平県志』巻三一,紀 政,風

俗,撞 人,「撞人言語」所引 ・道光 「旧志」)と いう2言 語併用の形態が見 られ,そ の

後の両者の勢力関係を窺わ しめる。

 ところで,チ ュアン族は明代以降佃農化 してい く傾向にあったと考えられる[塚 田

1985b]が,移 住民の活動はこの傾向をいっそう強める作用を有 したと思われる。 な

ぜなら,移 住商人の中には交易を通じて資本を蓄積 した後,そ れを土地に投下 して地

38)李 錫泰 自身 も別 の奏摺の中で 「西弩辺唾 に して土苗雑処す」 と述 べて いる(『宮 中棺乾 隆朝

 奏摺 』第5輯,「 奏謝陞授広西巡撫摺」〈乾隆18年4月25日 〉)。さらに,チ ュア ン族 ・ヤ オ族・

 トン族 ・ミャオ族 が居住 する龍勝庁の地が 乾隆年間において 「苗彊」,住 民が 「苗 民」 と総称

 されて いた(後 述)こ とも傍証 となる。
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主となる者が出現 したが,そ の過程においてチュアン族が土地を喪失 して佃農化する

事態も発生 したように推測 されるからである。そ して,こ の傾向が強まるにつれてチ

sア ン族の旧来の社会体制もまた解体するを余儀なくされたように思われる。例えば,

上記の乾隆年間の記事では商人は 「土苗の村落」に赴いており,し たがってチュアン

族のみが居住する民族集落の存在を窺わ しめるが,民 国 『桂平県志』巻三一,撞 人,

「撞人居止」所引 ・道光 「旧志」に,

惟だ,宣0・ 二里,則 ち撞無き村無 し。十羅九古の名あり。皆な撞村なり。其の

再東 ・福建 ・江西より遷来せる者の村中に雑処する有り。之を客籍と謂い,土 著

の者,撞 人と為す。

とあり,「チsア ン族のいない村は無 く」,チ ュアン族村落が多数存在する宣0里 ・二

里に広東 ・福建 ・江西からの移住民が住み着き,チ ュアン族と漢族との雑居村が形成

されている。この点について[広 西憧族自治区通志館〔編〕 1962]か らも,道 光年間

の桂平県甘皇嶺村 ・貴県賜谷村 ・那良村などで漢族とチュアン族との雑居村落が形成

されていることが確認される。 このうち,甘 皇嶺村について太平天国運動前夜の広西

東南部におけるチュアン族と漢族(先 来移住民を含む土著,お よび客家)と の関係に

ついての記事を整理 した表7の ①によると,チ ュアン族人口は全村の約60 %を 占めた

が,お しなべて一片の土地 も持たない佃農であった。その上,保 甲の役員(「保正」)

も漢族地主が担当 しており39),したがってチュアン族人口の多さが必ず しも政治 ・経

済上の勢力関係には反映 していないことが判明する。この事例に見える漢族地主の出

身地等が不明で移住民とは断定できないが,し か し少なくともチュアン族の民族集落

が解体 して漢族と雑居するようになり40),そ して村落内部の政治経済的主導権が漢族

地主層の手中に掌握されるようになったことを推測することができよう。

 とはいえ,注 意したいのは,必 ず しも漢族一地主,チ ュアン族ﾘ佃 農という一元的

な図式では把握 しきれない複雑な状況が見 られた点である。この点について表7⑤ に

チュアン族地主の存在が見て取れる。 〔貴県龍山嘘か ら六屈村周辺の一帯ではチュァ

ン族人口が圧倒的多数を占める(⑥i)が 〕六屈村のチュアン族地主周鳳明は掲官によ

39)た だし,村の耕地400鯨畝中,300絵畝は他村(盤 龍村)の 地主の昌成毅なる者に所有されて

 いたという(こ の人物については明らかにしえない)。
40)な お,雑 居村の形成の時期に関して,修 仁県の場合,雍 正年間に形成されはじめた(雍 正

 『平楽県志』巻四,風 俗,修 仁県)。嘉慶年間には幾つかの 「民獲雑居村」名が挙げられている

 (嘉慶 『平楽府志』巻四,破 塘,修 仁県)が,し かしまだ 「獲村」のほうが多数を占めている
 (同書巻四,巻 三三)。そして光緒年間に至って,「漢多く狸少ない」状況となる(光緒 『修仁
 県志』,「風俗」)。以上から修仁県では清代初期～中期に雑居村が形成されはじめ,中期～末期

 に本格化したことが推測される。
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表7 太平天国運動前夜(道 光末)の 広西東南部 におけるチュアン族 と漢族 との関係

地 域 記     事(摘 要)
主要な対立関係

(⇔は対立関係を示す)
太平軍への参加

桂平県 (i)全 村 の人 口は 約1go人 で,草 姓(壮 壮族貧農 章姓(壮 族)・劉

甘皇嶺 族)7,80人,黄 姓(壮)4,50人,呉 姓(漢 族)
工

姓(漢 族)の 全

村 約10入,謝 姓(漢)約10人,葉 姓(漢)約10

人,劉 姓(漢)約40人 がいた。 全村 の耕地
漢族(土著)地主

てと黄姓(壮)

の大部分

(約400畝)の 中,約300畝 が村外の者に 占

有 され(中 で も盤龍村の 昌成毅 が約200畝
6

を占有),本 村人 は呉 「保正」(40畝)・ 謝家

①
噛(30畝)以外

,殆 ど田地 を持たず他人 の田地

を租種 していた。

σi)草 姓 ・黄姓(壮 族)は 全 く土地を持

たず,他 人の田を租種 して いた。

(iii)地 主の呉 「保正」四は 高利 貸行為

を行 なっていた。黄姓のある貧農 は娘を借

金の形 にとられ,そ の娘は呉家で下碑 と し

て虐待 され死亡 した。

同 壮族貧農盧六は地主土豪の圧迫を受け,拝 壮族貧農 壮族貧農

② 高坑沖 上帝会 に参加 した。
工

漢族地主

貴県 (i)賜 谷村付近 の3村 では,万 楊村の万 壮族貧農 漢族(客 家)地

賜谷村 「老蓼」 が約1000畝 の田地を占有 してお り, 漢族(客家)地主 主 ・壮族貧農

他に賜谷村の彰亜春が約300畝,王 姓が数 工
十畝を占有 していた。この3家 以外の人 は 漢族(土著)地主
殆 どが貧農だ った。

(ii)「 来人頭子」 の万 「老参」 と王三妹

③
は道光30年 の 「来土械闘」に敗れ逃散 した。

(iii)賜 谷 村 に は,熊 姓(約10人)・ 莫 姓

(4,50人)・ 李 姓(約20人)の 壮 族 が い た 。

他に彰 ・王 ・劉 ・鍾姓の客家語 を話す人 が

いた。これ らの人 々は,王 姓の一家を除き,

太平軍 に参加 した。

同 那良村の貧農溜姓(壮語を話す)・黄姓(客 地主(壮 族か?) 壮族貧農 ・漢族

那良村 家語を話す)が 水利をめ ぐって章姓地主 と
工

(客家)貧 農

④ 争い,章 佐清(武 秀才)を 殺 した 。この時,
壮族貧農 ・漢族

吉麻村 の黄姓(「 客人 」)も前者 の側に付い (客家)貧 農

た 。
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同 (i)六 屈村では 「来人」・壮族 を含めて 壮族貧農 ・漢族 壮族貧農 ・漢族

六屈村 拝上帝会 に参加 した人が多か った。が,同 (客家) (客家)

村の壮族地主周鳳明・熊蒙は石達開と対立
工

⑤

し,石 達開軍 に敗れた。

 (ii)周 鳳明は 「有銭人」であ り,出 銭 し

て功 名を買い頂子を受けた。

壮族地主

(iii)石 達開の起 義の時,当 地の壮族 と

は良好な関係にあ った。 というのは,壮 族

の多 くは貧窮 してお り,石 達開 は財主 のみ

を攻撃 したか らである。

同 (i)龍 山では,嘘 に住む 「白話を話す」 壮族 ・漢族(土 壮族 ・漢族(客

龍山一 漢人を除き,付 近の村 は全て壮族で あった。 著) 家)地 主

帯 (ii)龍 山地区では石達開軍 に 参加 した
工

者 が多か ったが,中 で も壮族が最 も多 く,

次いで 「客人」が多か った。
漢族(客家)地主

⑥ (iii)客 家の富豪温阿玉 は,他 の 「土人」

の男性と婚約済みの龍山の壮族の娘を奪お

うとした。か くて温姓 とこの娘 の婚約者 の

「土人」との間に争 いが発生 し,つ いには

客家 と壮族 ・「土人」 との間の械闘へ と 発

展 し,客 家 が敗れて追われた。
一

同 章姓壮族は客家地主の田を租種 して いたが, 壮族貧農 漢族(客 家)地

⑦ 山東 後に客家地主が 「奪耕」 しようとしたので, / 主?

石龍村 章家は人を集めて客家を追い払お うとした。 漢族(客家)地主

武宣県 (i)道 光 ・威豊年間,東 郷では壮族が全 壮族貧農 壮族貧農 ・壮族

東郷 人 口の60%以 上,全 村落の2/3以 上を 占め
工

地主
てお り,拝 上帝会に も多 く参加 した。

(ii)壮 族輩貴福(箪"鉄 牛")は 地主に雇 漢族(土著)地主

われ石灰を担 いでいたが,地 主 と争い これ

⑧
を殺 して逃走 し,太 平軍 に参加 した。

 (iii)壮 族貧農 曽姓は常に劉姓の 「土人」

(当地で は 「大姓」)の 欺侮を受 けてお り,

劉姓が曽姓の田地を強占したため両者の間
に械闘 が発生 した。

(iv)240畝 の田地を持つ壮族 曽大 養 は

田産を棄て太平軍に合流 した。

同 客家の大地主林発堂(文 挙人)は 同村の壮 壮族(貧 農か?) 不明

⑨ 那羊村 族黎 ・章 ・屡姓を追い田地を覇占 した。 工
漢族(客家)地主

〔典 拠〕 ①(i)[広 西憧 族 自治 区通 志 館 〔編 〕 1962:15],(ii)[同 113]・(iii)1同 62・113]②    

[同222]③(i)[同10],(ii>[同ll5],(iii)[同114]④[同42] ⑤(i)   

,[広西省 太 平 天 国文 史 調 査 団〔編〕 1956:76-77],(ii)・(iii)[広 西 憧 族 自治 区 通志 館

    〔編 〕 1962:71]⑥(i)[同 43],(ii)[同 14],(iii)[同 41](な お,民 国 『桂 平

    県 志 』巻 三三,紀 事,下 編,「 道 光 三十 年 条 」で は,「 来入 富 豪 温 阿玉 」 が 「土 人 農氏 」    

の娘 を強 姿 しよ う と した 記事 があ り,娘 は壮 族 に 特 定 され て い な い) ⑦[同 223]

    ⑧(i)[同223],(ii)[同224],(iii)[同 膳],(iv)[同223]⑨[同44]
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り清朝統治権力の側に付き石達開と対立 している(⑤i・ii)。しか し他方で当地のチュ

アン族の多 くは貧窮の状態にあり石達開とも良好な関係にあり(⑤iii),周 氏をはじ

めとする地主層と対立 したことからすれば,チ ュアン族の内部に階層分化が発生 して

おり,チ ュアン族は各々の階層的利害に基づいて行動 したことが推測される41)。表7

から,チ ュアン族を中心として当時の主な矛盾 ・対立関係を整理すると次のようにな

る。1.チ ュアン族貧農と漢族(先 来移住民を含む土著民)地 主との関係(① ②③⑧),

2.チ ュァン族貧農と漢族(客 家)地 主との関係(⑦ ⑨。 ただ し⑨のチュアン族は貧

農とは限らない),3.チ ュアン族地主と漢族(客 家)地 主との関係(⑥),4チ ュァ

ン族地主とチュアン族貧農 ・漢族(客 家)農 民との関係(④ ⑤。④の地主は漢族の可

能性もある)。 すなわち,明 確な対立関係が発生 していないのは,チ ュアン族と漢族

(客家 ・土著)と がともに貧農である場合 と,チ ュアン族地主と漢族(土 著)地 主と

の間である(チ ュアン族と客家がともに地主である場含 ⑥iiiで は両者は対立 して

いる)。 これより,チ ュァン族には地主と貧農との階層上の分極化現象が生 じており,

その 「土客」問題における去就についても階層によって相違が見 られた(し たがって

チュアン族同士でも対立する場合が生 じた)こ とが推測される。もとより当地では広

東語とチュアン語との2言 語併用の形式とはいえ,固 有の言語が依然使用されていた

点で,チ ュアン族としての一種の民族意識が消滅 したとは断定 しがたく42),また1950,

41)し たが って,チ ュア ン族が 「先住民中の貧農 ・流民層 などとともに旧い共同体的秩序か ら疎

 外された」[小 島 1972:188]存 在であるとは必ず しも断定できないであ ろう。

42)費 孝通は1952年 当時,チ ュア ン族 について次の話 旨の指摘 を している[費 1952=29]。

  広西 には_.の 土人(な い し本地人)と 自称す る集団が居住 し,約600万 の人 口を擁 し,全 省

  総人 口の約1/3を 占める。彼 らは土話(億 話 とも称す)を 話す。土話を話 す土人の 中には憧

  人で あることを自認 する者 も0部 には存在す る(特 に龍勝県等の広西北部辺境地帯 。そ こで

  はチュア ン族 はヤオ族 ・ミャオ族 とともに 「少数民族」 と見なされ る)が,土 人 が多数を占

  め,そ の社会 的地位 も高 く,ま たヤオ族 ・ミャオ族 と雑居する地 区では,土 人 は自 らをヤオ

  族 ・ミャオ族 と同じ少数民族であると認めず,「 憧話を話す漢人」 と自認 して いる。

  すなわ ち,チ ュア ン族の多 くの者 が,「憧族」ではな く 「土人」(本地人)ﾘ「 チュア ン語を話

 す 漢人」であ るとい う意識を持 ち,漢 族 としての族籍を獲得す る方向を志向 したよ うで ある。

 また,[劉 〔介〕 1940:1-2]に よ ると,(1940年 ごろには)「憧人」 という呼称 も桂東(広 西東

 半部)だ けに存 し,桂 西(広 西西半部)で は もっぱ ら 「土人」 と呼ばれるよ うにな ったとい う

 (劉介は,さ らにチュア ン族 の中にはチュア ン語を解 さない者 さえ一部 に出現 して いることを

 指摘 している)。しか し,注意 したいのは,清 末の段階ではチュアン族の意識の上で 漢族 との種

 族的境界がまだ残存 していたように思われ る点である。この点 につ いて,[太 平天国調査団〔編〕

 1958:75]に 章妹なる人物か らの聞き取 りに基づ き,彼 が父親章三か ら太平軍の幹 部の ユ入で

 る章 昌輝 の同族であると聞いたことがあり,ま た,彼 がかつて他人を 「塵 沽老」 と罵 ったとこ

 ろ,父 親か ら自分たち も元来 「億拮老」なのだか らと訓戒を受けた話が紹介されてい る。この

 話 は[広 西憧族 自治区通志館 〔編〕 1962:222]に も,金 田公社の侯 勤成の 口述 と して紹介され

 ており,そ こでは父親の名は章源琉 とされ,「 憧姑老」が チ3ア ン族を侮蔑す る名辞なるが故

 に息子を叱責 した ことか指摘 されている(こ の言葉がチュアン族を嘲侮するような意味で使用
                               わら

 された ことは,乾 隆 『桂平県志』巻四,猫 獲図志,「獲人」に,「俗 に喧いて狸古老 と為す」 と

 あることによって裏づ けられる)。 両書 では,章 昌輝 がチーア ン族であ ることを証明する材料/
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60年代の太平天国関係調査資料の史料的価値にも問題が存するが,し かし少なくとも

チュアン族の民族意識が階層的問題よりは不鮮明になっていたことを指摘することは

許されるであろう43)。

　以上の検討により,東 南部では(特 に清代中期以降)チ ュアン族は移住商人や移住

民を含む漢族地主の経済的支配を受けるとともに,(漢 族と雑居 し)そ の社会体制が

解体する傾向にあり,ま た内部での階層分化の発生など,民 族意識がともすれば不鮮

明になるような事態が生 じていたことが指摘 されよう。

2.　 広 西北部 ・龍勝 庁

次に広西北部の湖南との省境の山岳地帯,特 に龍勝庁(現 龍勝各族自治県)に おけ

るチュア ン族と移住民との関係について検討 しよう。概 してこの地は,先 の広西東南

部沿江地帯とは生態的環境が大きく異なり,峻 険な山々が連なり平地面積が稀少であ

る。乾隆6年[1741]に 桂林府所属の庁が設置される以前は,統 治権力の支配が及ば

ない 「苗彊」の地であった。住民中に占める非漢民族人口の比率が高 く,,しかも各民

族集団の中で人口の上で突出した集団がなく,分 布状況も孤立的である44)。そこのチ

ュァン族45)のもとでは,民 族集団としての統合とアイデンティティとが比較的強 く保

＼ として この話を載せているが,そ の正否 はともか く,注 意 したいのは 「獲拮老」 なる言葉 が当

　 時の桂平県に残存 し,し か も蔑称 と して の本来の意味を持つ ものとしてチュア ン族の人々によ

　 って認識されていた点であ り,し たが ってチュアン族 と漢族 どの境界意識 がまだ完全 には消滅

　 してはいなか ったであろうことが推察され る。

43)な お,こ の点について,太 平天 国期の横州 ・永淳県のチワン(チ ュア ン)族 の 「反乱」 につ

　 いて取 り上げ,「 反乱」の分析を通 じて 当時 のチ ュア ン族の土地所有状況や漢化の問題を 論 じ

　 た稲田の労作 があ る[稲 田　 1988:1-55]。 本稿 に直接関連す る論点 と しては,① 当時チュアン

　 族と しての民族 的一体性が保持されていた こと(そ れは,自 らが真 の土地所有者であることを

　 伝 える伝統,漢 族 に奪われた土地 所有権を奪回すべ く起 こした蜂起 の際 に独自の政治 ・社会組

　 織が基盤 となったこと,さ らに言語の存在などに現われ る),② チ ュア ン族 としての伝統 のみ

　 な らず,漢 化(「 拝会」など天地会の影響に現われ る)を も民族的発展 の一要素 と して取 り込

　 んだ こと,の2点 が挙 げられる。筆者 の見 るところ,永 淳県ではチ ュア ン族が 「十三屯」 に居

　 住 し,漢 族移住民が 「屯に入 らず散村を為す」(民国 『永淳県志』巻二,地 理,里 図,「 鎮龍段」)

　 とい う棲 み分け的な居住形態であ り,ま たチュア ン族 内部での階層分化 が進行 していないよ う

　 であ り,し かも 「屯老」を指導者 とする社会体制上の独 自性が比較的保 存されたように考え ら

　 れ ることか らすれば,必 ず しも薄州府をは じめとする東南部の場合 と同様の環境 とは捉えがた

　 いように思われ る。

44)民 国(14年)『 龍勝県志』 によると,県 内には5種 類の民族(漢,ヤ オ,チ ュア ン,ト ン,

　　ミャオ族である。 同書では,ヤ オ族 がさらに 「紅 ヤオ」,「狗 ヤオ」,「盤 ヤオ」,「平地 ヤオ」の

　　4つ の下位集団に分類されているが,実 際には 「盤 ヤオ」と 「狗ヤオ」とは同一である)が 居住

　　し,相 互 に通婚せず各 々独自の習俗 を保持 していたという(同 書,風 俗,「民俗」)。なお,[『龍　

勝各族 自治県概況』編写組 〔編)　 1985:17]に よ ると,非 漢民族入 口が全県総人 口(約15万)の　
74.8%を 占め,そ の内訳は トン族が25.36%,チ ュア ン族 が20.23%,ヤ オ族が15・16%,ミ ャ

　 オ族が13.41%で ある(1982年 の統計)。

45)前 掲(注42)の 費孝通の指摘 によると,龍 勝ではチュアン族は,ヤ オ族 ・ミャオ族 と同様に

　 「少数民族」 と見なされた。
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持されていたように見受けられる。当地では山地面積が多数を占めるため,そ こでの

農業生産力には限界があ った。[「龍勝各族自治県概況』編写組 〔編〕 1985:3-5]に

よると,チ ュアン族が集中する地区(特に龍脊一帯一 筆者補)で は山の斜面に造成さ

れた棚田が農業生産の主力であるが,[広 西壮族自治区編輯組 〔編〕 1984:70-71]に

よると,新 中国の成立以前は灌概技術が貧弱であったため収穫高 もごく限られていた。

『宮中椹乾隆朝奏摺』第9輯,両 広総督楊応7「 奏為簿酌辺営借餉買米章程摺」〈乾隆

19年9月24日 〉によると,そ こでの米穀の産出額は住民の自足分にも満たないほどで

あったという。その上,清 極末以前には最寄りの嘘市が開設 されていなかったので,

米穀の供給はもっぱら外地からの行商に依存せざるをえなかったが,水 路は急流で,

また陸路も峻険のため運送が困難を極め,行 商さえも容易に到来 しなかったという46)。

 当地の龍脊の山麓から山腹にかけて立地するチュアン族の村塞(「 龍脊十三塞」)は,

基本的には親族組織を基盤とする同族村落であり,主 に各同族ないしリネージの族長

たちの中から村民によって選出された 「頭人」が村落の指導者となり,ま た各村落の

「頭人」たちによって決議された 「郷約」に基づき社会秩序が維持 されて いた。「頭

人」は村落自治の指導者であるとともに,清 朝地方行政機構の末端に置かれ,村 での

裁判など公務をも担当 した[広 西壮族自治区編輯組〔編〕 1984:91-101]。

 このような生態 ・社会環境においてはチュアン族内部に階層分化が発生 しがたかっ

たであろう。事実,清 末～民国期以前においては 「富農」化する者 も出現したようで

あるが,他 のチュアン族農民を佃農として使役するような大地主に成長するには上記

の生産と流通の状況が制約条件になったように思われる。当地への移住民の到来につ

いて表6⑧ によると,乾 隆初年に統治権力の開墾奨励政策に基づき,湖 北 ・湖南 ・江

西 ・広東の各省から移住民が来住 したこと,そ して入植後百年の間に移住民人口は増

加 して数万単位になったことが判明する。先述のように移住民が平地のみならず辺境

の山間部に至るまで入植する趨勢にあったことからすれば,龍 勝の地への来住も必然

の成り行 きであり,ま た移住民の出身地別分布範囲からすれば特に湖広出身者が多数

を占めていたように推測される。 そもそも当地のチュアン族は,[広 西壮族自治区編

輯組 〔編〕 1984:74]に よると,明 末万暦年間に来住し,先 住のヤオ族か ら土地を購

入 し定住するようになったといわれるが47),後 に労働力不足により荒地が生 じたため,

46)但 だ該処は新設の地方にして,山 多く田少なく,産する所の米糧,苗 民の自食に敷ねからず。

  亦た櫨市にて出焦する無く,惟だ都境の商販の運び往きて羅売するを頼りとし,籍 りて以て
     いかムせん

  接済す。無如,河 路則ち灘高 く水浅 く,舟 揖行 し難 く,陸 路 は則ち峻嶺崇山に して,駄 負す

  るに易か らず,遂 に商販蓼 々た りて米糧稀少なるを致す。

47)「 龍脊郷彦氏家譜」[広西壮族自治区編輯組 〔編〕 1987:204]か ら,龍 脊郷平安村 の彦氏の

 来歴が判明する。それによると,祖 先 は山東 「東 昌府」か ら宋 「神宗二年」に慶遠府 「南丹州/
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そこに移住民が入植することになった。ただし,移 住民は入植に当たっては,元 来の

土地所有者であるチュアン族に対 して 「租山費」を納入するとともに,統 治権力に対

しても 「幕夫費」と呼ばれる夫役を一部提供する義務を負ったという(し たがって,

ここでは漢族移住民がチュアン族の佃農 となった)。 さらに,清 末道光年間に至 り,

治安の悪化に伴い,チ ュアン族は 「郷約」に基づ き移住民に対 してさまざまな規制を

加え,移 住民が開墾 した土地を本地人に売却 した後も居坐ったり,土 地売買の際に不

当な言い掛かりをつけ売値をつ り上げること48)(同 治11年[1872]の 郷約,[広 西壮

族自治区編輯組〔編〕 1984:104]),「 遊棍」・「匪族」を引き入れて チュアン族を賭

博に誘ったり,こ れを唆使して訴訟を起 こさせて利益を得るような行為が禁止の対象

とされた49》(道光29年[1849]の 「龍脊郷規碑」[広西民族研究所 〔編〕 1982:153-

155])。 これより,チ ュアン族が自らの土地を防衛 し,「頭人」による自治体制を維持

するために移住民による不当な行為を禁止したことが指摘されるとともに,そ の点か

らすれば移住民がチュアン族の土地を集積していき,チ ュアン族がその佃農となるよ

うな事態は発生 しがたかったことが推測される。

 ところで,先 に当地の自然環境が外来商人の進出に際 して制約条件となったことに

言及 したが,チ ュアン族と商人との関係について[広 西壮族自治区編輯組〔編〕 1984:

88-89]に よると,「50年 前」(1900年 代)に 龍脊か ら10kmほ ど離れた官衙(和 平)

の地に嘘市が開設 される以前は,も っぱら付近の義寧 ・臨桂県や桂林,湖 南の郡陽 ・

武岡県からの行商(特 に義寧 ・臨桂県からが多い)に 生活必需品(布 匹 ・食塩を主要

商品とする)の 供給を依存 していた。商人はチュアン族が商品の市場価格に関する情

報を持たないのを利用して,商 品の価格を不当につ り上げたりして利益を得た。 しか

し,そ れによってチュアン族の人々がある程度搾取を被ったにせよ,商 人に経済的に

従属するまでにはいたらなかったようであり,ま た商人がチュアン族の土地を集積す

る事態も見 られなかった50)。政治経済,さ らには言語や習俗において漢族の影響をそ

れなりに受容 しなが らも,少 なくとも民国以前において当地のチュアン族は独自の社

会体制と集団としての統合を維持しえたのであ り,こ の点において先の東南部の状況

＼ 河池県」に移住し,明洪武2年 に 「ヤオ族の造反により」兄弟3入 が,そ れぞれ全州,霊 川,

 興安へ移り住んだ。後に明末万暦年間,慶 登仁のとき(ど の兄弟の子孫かは不明)龍 脊一帯の

 地を開墾して定住するようになったという(ただし,家譜の前半部分の宋代に山東から来たと

 いう所説は,[河 原 1944]が指摘したように作為である可能性が強い)。
48)地 方の各処の山頭の棚戸(「楚民」=湖広人を指す)の 耕土せる荒地の本地に売与すること久

  しく栽うること鯨年なるに禁ず。勾引停留すること,及び来りて借端して勒索し央中に利を取
  ること,買主の善良なるを将て山土を翻悔し補価することを得ず。如し遵わざれば地方送究す。
49)別 省各邑の外来の入の境内に雑居するもの,遊 棍を興集し,匪を引き賊を留め,賭 に誘い訟

  を唆すを許すこと坦れ。如し此等有らば送官し究治す。
50)龍 脊が当時の広西一広東間の交易の大動脈から外れていたこともその要因として挙げられる。
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3.そ の 他 の 地 域

 以上に我われはチュアン族と移住民との関係においてさまざまな点で対極をなす2

つの地域について見てきたが,こ れ らの中間的な様相を示す地域 もまた存在 したはず

である。また,非 土司地区のみならず土司地区における状況をも考慮する必要がある。

本節ではこれらの点につき検討 していこう。

(i)中 間的な地域一 柳城県 ・宜山県

 柳州の農村は,広 西東南部(蒼 梧県)と 比較 して,人 口密度や耕地面積の比率が低

く,農 民中における自作農の占める比率が高い[行 政院農村復興委員会 〔編〕 1935:

38-47]。 農地開発の面で,ま た商業に おいても(柳 州府城自体は清末以降,木 材輸

送の中継地として繁栄 したものの)東 南部よりは後進地帯であったように思われる。

また,地 形は山岳地帯ではなくカルス ト平原 ・台地であ り,民 族集団の分布状況も孤

立的とはいえない(さ らにチュアン族人口が東南部よりは多いが,漢 化の度合は龍勝

の場合よりは強いようである)。 これらの点からして柳州一帯の地域におけるチュア

ン族と移住民との関係も,東 南部や龍勝の場合とは様相を異に していたであろうこと

が想像されるが,そ の具体的状況について柳州近辺の柳城県と宜山県の事例を通じて

見て行こう。

 まず柳城県におけるチュアン族と移住民(特 に客家)と の関係について,先 に民国

『柳城県志』巻四,民 事,民 族,「 客家人」の記事から,来 住せる客家の中には当地

で成功 して大地主や大商人にまでなった者が現われたことを指摘 したが,同 書の 「狸

人」の項によると,チ ュアン族は元来,「 保守的で進取の心が無 く」,「半年労働すれ

ばあとの半年は休む」生活形態であったが,し かし民国期における物価高騰により生

計を維持するのが困0に なり,磯 謹や冠婚葬祭等の臨時出費の必要が生 じた際には,

土地を抵当に入れたり売却 して資金を調達 したため,土 地を喪失 して自作農か ら小作

人へ,富 家から貧家へと転落する者が少なからず見られるようになった。同書の 「客

家人」の項によると,か かる事態の発生に伴い,チ ュアン族は従来居住 していた沿岸

平野から内陸の僻地へ後退することとなったと指摘されている。同書の記事は自民族

中心主義(大 漢族主義)的 観点に立脚 し,そ の立場からチュアン族の生活様式を 「翻

訳」 している点で注意を要するが,し か し少なくとも客家の進出によって,チ ュアン

族の伝統的な生活様式 と経済基盤が崩壊するを余儀な くされたことが見て取れる51》・

    1928:1273-1274]に も,柳江と亀江(西 江)と の間の沿岸地域は客人(客家)・番人に51)[石 
占拠されて,チ ーアン族はもっぱら内陸に居住していたこと,また,行 商を行なうチュアン族/
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 同書には客家のほかにも湖南か らの 「百姓人」や 「白話人」(広東人),福 建人の存

在が伝えられている。 「百姓人」について,そ の来住の時期はおそらく客家(19世 紀

後半に来住)よ りも早期であり,県 北に散居 したが,年 月の経過につれて習俗の一部

がチュアン族に同化 し52),また 「チュアン族よ りは勤勉」であったが,結 局客家の経

済力に敗れてチュアン族とともに落伍 したという。また 「白話人」は都市部に散居 し

(移住時期は不明),そ の言語ﾘ白 話が各櫨市の商店に最 も通行 していたという。広東

商人と客家との関係については記述が無いが,前 掲の表2⑳ に 「客家は商業的手腕を

持ち,ど こへ行っても概ね成功する」と指摘されていることからすれば,広 東人の勢

力が際立って強力な地域以外は,客 家商人の進出も可能であったように想定され,し

かも柳城県では,前 掲[劉 〔策奇〕1925:1-2]に は麻介(界)話(客 家語)人 口が

大半を占めることが指摘されている。これらの点から柳城県における移住民の勢力関

係を次のように推測することができる。すなわち,郷 村部では客家の勢力が湖南人よ

りも強く,当 地のチュアン族の文化的影響を受けず,か えってチュアン族に対 して経

済的支配を及ぼ したこと,ま た都市部では客家と広東人の勢力がともに強かったよう

に考えられる。客家と広東商人との勢力関係等,不 鮮明な点があるものの,と もあれ

清末以降柳城県では,客 家や広東商人を中心とする移住民が主導的地位を占めるよう

になり,チ ュアン族や先来の移住民の勢力が後退する傾向にあったことが判明 し,先

の龍勝庁の場合との相違が指摘されるとともに,こ の傾向が清末以降民国期に至って

初めて見られたことと民国期における佃農の比率の低さに注意すれば,移 住民の進出

に伴うチュァン族との社会経済上の摩擦が先の東南部よりはかなり遅れて発生 し,ま

た両者の間の社会的矛盾もさほど大きくないことが指摘されるであろう。

 次に柳城の西隣…の宜山県について,[広 西壮族自治区編輯組 〔編〕 1986:1-76]に

同県東部の洛東郷のチュアン族の1958年 当時の聞き取りに基づ く報告がある。それに

よると同郷は平地が多 く,耕 地の60%が 水田である。また37個村 ・2163戸(10039人)

中,4個 村 ・約300戸 の漢族のほかはすべてチュアン族である。当地のチュアン族は,

明末清初の頃に他地域から来住 し,ま た漢族 も同じ頃,湖 南 ・江西 ・広東などから移

住 してきた。漢族とチュアン族とは雑居せず 「棲み分け」的な居住形態が見 られた。

チュアン族の場合,勢 力の大きな同族は同族村落を形成 し,他 の中小同族は雑居村を

形成 していた。同族集団は各々族規や祠堂を有 し,統 率者 として族長が存在 し,ま た

＼ も出現 したが,そ れ は土地を持たない者が農 閑期に従事する(農 繁期には雇農 となる)に す ぎ

 ず,ま た チュア ン族は 「他人を害 して 己に利 す」よ うな巧智を持 たなか ったので,移 住商人 と

 競争す るまでにはいた らず,結 局,移 住民に経済権を掌握 されて い った ことが報告されて いる。
52)こ のことは,移 住の初期 においてチ ュア ン族 と移 住民 の勢力関係の強弱によってはチュア ン

 族 に同化す る移住民 もまた存在 したことを示 してい る。
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郷約 も設立されており,こ の点については先の龍勝の場合に類似 していたが,し か し

当地では族長の資格の1つ として 「読書人」 (地主身分)が 挙げられており,ま た,

清代中期以降成立 した郷約の作成 ・執行の役員(「 甲長」ない し 「款頭」)を もおおむ

ね地主 ・富農ない し一般農民中の 「小康の家」が担当 したと考えられる点では,龍 勝

の場合よりも地主の主導権が強かったように思われる。

 当地のチュアン族と漢族移住民との関係について,ま ず,大 曹村(漢 族村)の 周姓

は康煕40年[1701]以 降湖南の衡州から来住したが,19世 紀半頃,太 平軍の蜂起後の

混乱に乗じて耕地を買い集めて宜山県最大の地主となった。周氏は土地集積に際して

チュアン族村落に も手を伸ば したが,し か しその際に見 られたのはチュアン族地主が

一筆当たりの面積が比較的大 きな耕地を周氏に高価で売却 し,獲 得 した金で別の比較

的狭小な耕地を廉価で購入するという現象であり,移 住民がチュアン族の土地を集積

した上で彼らを佃農としてい くような事態にまではいたっていない。

 次いで移住商人の活動について,前 掲の[広 西壮族自治区編輯組 〔編〕 1986:42-

44]に よると,県 下の市場中最も繁栄 していたのは洛東街と三盆嘘であった。 これら

の市場に来る外省商人には湖南人,客 家,広 東人がいた。湖南人は鉄製農具を製造販

売し,市 の開催日にはまず洛東街に来てその0の 夕刻に三盆嘘等へ行ったという。彼

らが当地へ来た時期について,湖 南の鉄匠は先述(本 文354頁)の ように19世 紀半頃に

は来住し営業を開始 した。 さらに 「5,60年 前」(す なわち19・20世紀の交)に,広 東

商人が柳州にて 「平礁館」 (貨物問屋)を 開設 し洋紗を販売するとともに洛東のチュ

アン族商人に委託 して黄豆 ・落花生を購入 し,さ らに(洛 東嘘にて)匪 兎(為 替店)

と銀器指輪店をも兼営 した。なお,洛 東街の商人はおおむね零細規模であったという。

三盆嘘では,特 に客家がチュアン族の人々と交易を行ない,た めに チュアン族に漢

語(客 家語)を 習得させる結果となったという。客家商人の営業種目や活動の実態に

関 しては不明であるが,少 なくともその言語が当地の市場に来るチュアン族の人々と

の間の共通語となったからには湖南人や広東人と並んでかなりの勢力を有 していたよ

うに思われる。

 以上の柳城 ・宜山県の状況については明清時代の一次史料が少ないという制約条件

があるが,し か し提示 した材料から一応の結論を下すことができよう。すなわち,柳

城 ・宜山県は移住農民の地主化,移 住商人による地元経済権の掌握(さ らに宜山県に

おける,広 東商人の下請けとしてのチュアン族仲買商人の出現等)の 点で龍勝庁とは

異なるが,し か しチュアン族が移住民に経済的に従属 した時期やその度合の点では東

南部の場合とも異なっていた。柳州に近接する立地条件もあって,清 末以降柳州の商
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権を握る広東商人,さ らには客家の進出が見 られ,柳 城県のように民国期にはチュア

ン族が土地を失って佃農化するか,あ るいは奥地へ後退する事態も確かに見られたが,

しか し全体としては,チ ュアン族内部で地主制的傾向が萌生 しながらも,他 方で自作

農の比率の高さや農業生産力の低さ,商 品経済の浸透の程度の低さ,さ らにはチュァ

ン族人口の比率の大 きさ等の要因があいまって,東 南部のような事態にはいたらなか

ったように考えられる。

(ii)土 司地区

 以上に広西の非土司地区を中心に検討を行なって きたが,最 後に土司地区における

移住民の実態についても事例を挙げて見通 しを述べておきたい。

 まず,民 国(37年)『 思楽県志』巻四,社 会,「 民族」に次の記事がある。

(本県)宋 に至 りて始めて漢人の此に来て居住する有 り。清初に益々衆 く,生 歯益
                                 ママ

々繁 く,踪 跡幾ぼ全県に遍ね く,人 類複雑たり。其の山東より来る者,宋 皇佑の

初に於て,秋 武褻公に随いて儂智高を琶(州)に 平らぐるに,多 く此に留まりて

返らず,因 りて繁衡 して本県に及ぶ。広東より来れる者,殆 どは清初に広州の人

本県に至 りて経商 し,因 りて落業 し帰 らざる者なり。此の二種の人,耕 読商頁を

以て業 と為す者多 し。海淵 ・那堪等の郷,皆 其れ開 きて商場と為す。 (中略)此

の民族(漢 族)に 属するも,惟 だ居留すること代々遠 ければ,言 語均 しく土著に

変われ り。其の鯉の嘉応 ・小江 ・欽 ・廉T及 び本省の璽林 ・博白 ・陸川等の処よ

り来る者,惟 だ小江の人のみ背山話を操 り,飴 は白話 ・優話を操る。清の成豊 ・

同治年間に於て,家 を移 し此に来り,工 商農業を経営 し,居 留 して返らず。其の

専 ら農業に務める者,能 く労苦に耐え,墾 荒に善 し。富戸多 く,読 書人も亦た頗

る多 し。惟だ種族の界限は,判 るること鴻溝の若 くして,別 族と婚嬌 を通じるこ

と少なし。性は独居に善ければ,即 ち一二家もて亦た自ずと村落を成す。深山野

嶺と錐 も忌渾する所なく,老 に至るまで郷音を改めざるなり。其の宣化県より来

る者,清 の道光の時此に移居 し,蕉 を種え菜を種うるを唯0の 事業と為すに由る

が故に,名 づけて蕉園 ・菜園人と為す。操る所の言語は,宣 化県の平話に類する

も梢や異なり,亦 た始終郷音を改めず。聚族 して居 り,自 ら村落を成 し,其 の種

類に非ざれば,相 い婚嫁せず。近ごろ改良すると錐も,然 れども亦た少数な り。

ベ トナムとの国境に近い思楽県は,民 国5年[1916]に 改流されるまで思明 ・思陵両

土司が置かれていた地であり,左 江の支流明江の沿岸平野に立地するが,そ こでの移

住民は次の4種 に分類される。(1)北 宋 ・皇祐初に儂智高の蜂起の発生に際 して武裏
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公狭青が率いる宋朝軍に従軍 して山東から到来 し,蜂 起の鎮圧後 も広西に残留 した者,

(2)清 初,広 州から来た商人で当地に店舗を構え定着 した者,(3)清 末成豊同治年間

に嘉応州から来た客家と広西の轡林州,博 白 ・陸川県から来た者,(4)道 光年間に南

寧 ・宣化県から来た 「蕪園」人。上記の(1)について,同 内容の伝承 ・記載は左 ・右江

流域の各地に広範に見出されるが,そ れは先述(注47)の ように作為である可能性が

強 く,し たがってこれを漢族移住民の範疇で捉えることは困難であろう。 ま た(2)の

「広州人」は広州のみならず珠江デルタ各県出身者を包括すると考えられる。前掲表

2⑱ に広州人が 「左 ・右江の至る所に有る」と言われており,ま た下雷土州では乾隆

年間に 「零東会館」が設立されている53}が,こ の記事はそれ らとともに西江支流沿岸

の土州への移住民の進出を物語るものと言える。 さらに(3)について諺林 ・博白 ・陸川

の地がともに客家語通行地域とされている[広 西統計局 〔編〕 1936:163-164]こ と

からすれば,そ れ らの地域から来た者に も客家が多数含まれていた可能性がある。客

家について上記の記事によると,来 住後商工業や農業をも営んだが,特 に農業移住民

はその勤労の結果 「富戸」・「読書人」となった。彼らは客家集団としてのアイデンテ

ィティが強 く,別 種の人とは通婚せず,客 家のみで集落を形成 し,そ の言語(「優(吸)

話」=客 家語)を 終生変えようとはしなかった 〔後者の点についていえば,こ の特徴

は(4)の 「蕉園人」にも認められる〕。 この記事に現われた広東商人と客家の移住と存

在形態は既述の広西の非土司地区の場合 と軌を一にするものであり,し たがって土司

地区にも同様の状況が見られたことが指摘されるであろう。

 とはいえ,注 意 したいのは直轄地の場合と比較すると,移 住民の来住やその活動が

制約 される傾向が存 したように推測される点である(そ れは土司領の中で も立地条件

や領内統治体制の強弱の度合,さ らに改流された時期に応 じて相違が見られたであろ

う)。 その二,三 の理由を挙げると,ま ず土司領は概 して辺境に立地 しており,河 川

交通路が開け直轄地に隣接 した地を除いては,移 住民はさほど多 く到来 しなかったよ

うに思われる。次いで,土 司領は半独立国として独自の統治機構を有 していたため移

住民といえどもその統治を受けた。例えば,清 初康煕年間に土司が移住民に宿舎を提

供 した り地元の娘を0ら せ,な んらかの技能を持つ者には俸給を支給 し,移 住民の保

護に努めた[塚 田 1988:30]。 また,南 丹土州管下の四大市場には清末か ら民国に

かけて移住商人が来住 したが,彼 らは7等 級に区分された全住民中,土 官 ・官族に次

53)「下雷土州嬉商修建璽東会館碑」[広 西民 族研究所 〔編〕 1982:102-103]に よると,下 雷土

 州において塔東会館が乾 隆23年[1758]に 広州府所属の各県の商入によ って創建 され(こ の た

 め 「羊城書 院」と名づけ られた),の ち乾隆39年[1774],道 光25-26年[1845-46】 の修復を経て

 成豊4年[1852]に も修築 されたことが見える。
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ぐ地位に置かれ,さ まざまな特権を与えられた[広 西壮族 自治区編輯組 〔編〕 1985

c:28-33,44-47]。 しか し,こ のような特別待遇の実施は,同 時に移住民が土司の支

配下に位置づけられたことを意味する。土司にとって移住民は先進的な中国の技術 ・

文化や商業の発展を領内に もたらす者であり,そ の点からは歓迎される存在であった

が,し か しそれはあくまで土司の支配体制の枠組の中においてであった。個別的には

清代中期以降,土 司が移住民に土地を典売 したり,ま た移住商人が成功を収めた事例

も見 られたが,全 体としては大量の移住民の流入と地主化,お よびそれに伴う土司勢

力の没落の事態は,多 数の土司が改流された清末～民国期を待ってはじめて表面化 し

たように思われる。

IV.結 語

 まず,本 稿において検討 したところを要約 しよう。

 (1)明 清時代において外省からの漢族の移住が行なわれたが,そ れは明末に開始 さ

れ,清 代初期から中期にかけて本格化 した(そ の後 も清代を通じて引き続き行なわれ

た。 特に商人の進出の過程においては珠江水系が重要な役割を果た した)。 移住民の

うち,広 東 ・湖南出身者が多数を占め,広 西における両省出身者の勢力範囲は,広 東

人が広西南部,湖 南人が広西北部であった(そ れは言語分布とも一致する)。 広東人

について,商 人には珠江デルタ各県の出身者が多く見 られたほか,嘉 応州 ・潮州府 ・

恵州府の 「客家」も商人 ・農民中に含まれていた(移 住の背景として,析 出地と移住

先との社会経済的事情が存 したが,広 西について言えば商業専従人口の少なさ,農 地

開発における後進性等の事情が挙げられる)。 移住商人,特 に広東人は米穀 ・木材の

移出を中心とする商業を営み,巨 利を得て広西の経済権を掌握 していった。また,移

住農民にはその相対的に先進的な農業技術や旺盛な勤労意欲に基づき,広 西で成功 し

て土地を獲得する者が少なくなかった(た だし,地 域によっては客家が地元民社会に

適応できず太平天国運動へ参加 してい くような場合,ま た客家が地元の経済権を掌握

する場合が見られた)。 なお,工 匠は,特 に湖南出身者が来住 したが,お おむね小規

模経営であったため(技 術を伝える役割を果た したものの)広 西の経済権を掌握する

までにはいたらなかった。

 (2)移 住民は広西全域に及び,ま た(特 に清代中期以降)平 地のみならず山間部へ

も進出したが,し か し移住民とチュアン族との関係については地域的差異が見 られた。

すなわち,チ ュアン族の居住地の自然条件,居 住形態,人 口の多寡,農 地開発の程度
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や商品経済の浸透の度合,地 主制の発達の程度,さ らにはチュアン族と漢族との彼此

の勢力関係といった諸要素を基準として大別すれば,次 の3つ の場合が見られた。①

広西の中でも経済的先進地帯であり,地 主制 ・商品経済が発達 し漢族人口の多い東南

部 ・珠江流域では,チ ュアン族は移住商人や移住民を含む漢族地主の経済的支配を受

けるとともに, (漢族と同一村落に雑居 し)そ の社会体制が解体する傾向にあり,ま

たチュアン族内部でも階層的分化が発生 し,チ ュアン族の民族集団としての統合が不

鮮明になってい く傾向にあった。②経済的後進地であ り,複 数の民族集団が孤立的に

居住する北部山岳地帯の龍勝庁では,チ ュアン族は同族組織を基盤とする独自の社会

体制下にあ り,集 団としての統合が比較的強 く,移 住民に対 してもその活動に制約を

加えた。また,当 地に到来せ る商人も行商程度にすぎなかった。か くて移住民が大地

主となりチュアン族を佃農とするような事態は生 じがたかった。③東南部よりは経済

的に遅れており,チ ュアン族人口が多 く,同 族村落も見 られたが,し かし全体として

は先の2地 域の中間的な様相を呈する地域である柳城県 ・宜山県では,清 末域降民国

期にかけてチュアン族が客家に土地を奪われて佃農化するという事態や族内での階層

分化が発生 しつつあり,先 の東南部で見 られた方向に向かうこととなったが,し か し

東南部よりは移住民とチュアン族との集団間の社会的矛盾はかなり遅れて発生 し,ま

たその程度も比較的小さかったようである。これらのほか,土 司地区,特 に珠江沿岸

の土司領にも移住民が進出したが,直 轄地の場合と比較すると土司の独自の支配体制

による制約 もあって,量 的にはさほど多 くなかったように思われる。

 チュアン族は概 して 「漢化」の度合の強い民族集団として位置づけられるが,し か

しすべてのチュアン族がおしなべて同0の 速度で漢化過程をたどったわけではなく,

そこには個別的 ・地域的な多様性 も同時に存在 したように思われるのであ り,本 稿で

検討 した漢族移住民とチュアン族との関係のあり方の相違もその1つ の例証を提供す

るであろう。

 以上の推論が幸いに大過なく,そ してチュアン族史の復元に対 してなん らかの積極

的意義を持つものとするな らば,差 し当たって次の問題も解明されねばな らないであ

ろう。すなわち,移 住民との接触に伴い,チ ュアン族の社会 ・文化やアイデンティテ

ィの上にもなんらかの変化が発生 したように思われ,そ してその場合,如 上の地域性

を反映して変化の内容や速度において多様性が存 したように予測される。文化につい

て,例 えば広西東南部では,チ ュアン語を除いては伝統的文化がほぼ清末頃までには

消滅 したようであ り,光 緒 『貴県志』巻五,紀 人,「風俗」には,貴 県ではチュアン族

は 「土音」を操る以外は漢族と異なるところがな く,チ ュアン語を話すがゆえにチュ
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アン族であるとされている54》。他方,北 部の龍勝庁においては漢文化の影響をそれな

りに受容 しながらも,[広 西壮族 自治区編輯組 〔編〕 1984:122-140]カ ・ら,女 性の

服飾や高床式住居,婚 姻習俗,唱 歌等において(す べてとは言えないまでも)伝 統文

化のかなりの部分が少な くとも1960年代前半までは維持されてきたことを知ることが

できる。さらに,柳 城県では1940年 頃に,男 女の唱歌 ・婿入り婚の盛行(民 国 『柳城

県志』巻四,「民族」),「不落夫家」(同 書 「風俗」)と いった習俗が部分的に維持され

ていた。かかる地域性を踏まえながらチュナン族の文化変化の過程について,個 々の

文化要素のチュアン族社会の文脈における意味を考慮 しつつあらためて検討する必要

があるが,こ の点については後日を期すこととしたい。
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